
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－保健・衛生・医療・福祉編－ 

 



 

マイナンバー制度  

（社会保障・税番号制度）について  

  

 個人番号（マイナンバー）とは、国民一人一人が持つ１２桁の番号のことです。２０１６年１月

から、社会保障、税、災害対策の行政手続きで、個人番号の利用が始まっています。  

 このガイドブックでは、個人番号を利用する手続きには、手続き名の横に「個人番号利用事務」

の表示をしております。個人番号を利用する事務手続きには、  

   

           番号確認   ＋        本人確認   ができる書類がそれぞれ必要です。  

  

●個人番号を利用する事務手続きに必要な書類 

マイナンバーカードをお持ちの場合  

マイナンバーカードのみの提示で手続きが可能です。  

マイナンバーカードをお持ちでない場合   

下記の番号確認書類と本人確認書類の提示をお願いします。  

  

【番号確認書類】  

  ・個人番号通知カード ・個人番号が記載された住民票 など  

  

【本人確認書類】  

 ①顔写真が付いているものの場合 ・・・ １点  

  ・運転免許証 ・パスポート ・在留カード ・障害者手帳 ・運転経歴証明書 など  

 ②顔写真が付いていないものの場合 ・・・ ２点  

  ・健康保険証 ・共済組合員証 ・年金手帳 ・年金証書 ・児童扶養手当証書 など  

  

●個人番号利用事務かどうかの確認方法   こちらの表示が 

ある手続きには番号確認書類などが必要です。  

  

【ガイドブック各項目での記載例】  

 

個人番号利用事務   

（表紙裏面参照）   



 

 ●はじめに●  
大空町の各種手続き方法や行政サービスをお知らせするために、「せいかつ・あんしんガイド

ブック（保健・衛生・医療・福祉編）」を作成しています。  

みなさまのお役に立つ情報をたくさん掲載しておりますので、ぜひご活用ください。  

なお、各種料金については変更する可能性がありますので、随時お問い合わせ願います。 
 

 【もくじ】  

１ 戸籍・住民票 

①マイナンバーカードに関する手続き ……………………………… Ｐ １  

②住民登録 ……………………………………………………………… Ｐ １   

転入届、転出届、転居届  

③戸籍の届出 …………………………………………………………… Ｐ ２   

出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、転籍届  

④印鑑登録 ……………………………………………………………… Ｐ ３  

⑤各種証明書 …………………………………………………………… Ｐ ３  

住民票、戸籍事項証明書、改製原戸籍、戸籍の附票、印鑑登録証明書、身分証明書  

 

2 健康 

①母と子の健康 ………………………………………………………… Ｐ ４～ ５ 

母子手帳交付、両親学級、産後ケア、乳幼児健診、コアラ学級、離乳食教室、フッ素塗布、 

そらべビ 

②予防接種・相談 ……………………………………………………… Ｐ ５～ ６   

予防接種、相談・その他事業  

③健診・ドック…………………………………………………………  Ｐ ７～ ８   

集団健診、乳がん・子宮がん検診、個別健診、人間ドック、脳ドック 、後期高齢者歯科健診 

 

3 子育て支援 

①認定こども園 ………………………………………………………… Ｐ９ 

認定こども園、一時預かり保育 

②広域入所 ……………………………………………………………… Ｐ９ 

③託児通所助成  …………………………………………………………Ｐ９ 

④子どもの施設 ………………………………………………………… Ｐ１０ 

児童センター、子育て支援センター、児童クラブ  

⑤子どもの一時預かり ………………………………………………… Ｐ１１ 

ファミリーサポートセンター  

⑥各種手当 ……………………………………………………………… Ｐ１２～１３ 

児童手当、児童扶養手当、子育て世帯に対するごみ袋支給、特別児童扶養手当、 

特別障がい者手当、障がい児福祉手当  

  

  

  



 

４ 医療 

① 国民健康保険 ………………………………………………………… Ｐ１４～１６  

② 後期高齢者医療制度 ………………………………………………… Ｐ１６～１８  

③ 医療費助成 …………………………………………………………… Ｐ１９～２１  

重度心身障がい者医療費助成、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、 

未熟児養育医療費助成、不育症治療費助成、不妊治療費等助成、その他の医療費助成  

 

５ 高齢者 

①介護保険 ………………………………………………………………Ｐ２２ 

②地域包括支援センター……………………………………………… Ｐ２２～２３  

③認知症カフェ …………………………………………………………Ｐ２４ 

④いきがいづくり ………………………………………………………Ｐ２４～２５ 

    ふれあい交流会、ときめきサロン、老人クラブ、ボランティア活動、高齢者就労センター  

⑤生活支援 ………………………………………………………………Ｐ２５～２７ 

   見守りネット事業、緊急通報用電話機の貸与、配食サービス、タクシー券の交付、 

除雪サービス、高齢者世帯熱中症対策事業補助金、福祉有償運送サービス  

⑥在宅介護 ………………………………………………………………Ｐ２８ 

   在宅寝たきり老人等介護手当、寝たきり老人等入浴サービス事業、介護用品給付事業、 

高齢者等介護世帯応援ごみ袋支給、在宅介護機器の貸し出し  

⑦老人福祉施設 …………………………………………………………Ｐ２９～３０ 

 特別養護老人ホーム、生活支援ハウス、認知症高齢者グループホーム、老人福祉センター  

⑧権利擁護 ………………………………………………………………Ｐ３１～３２ 

 成年後見制度、日常生活自立支援事業、シルバー110 番  

 

 6  障がい者 

 ①障がい者手帳 …………………………………………………………Ｐ３３   

 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳 

 ②障がい福祉サービス………………………………………………… Ｐ３４  

   障がい福祉サービス制度  

 ③各種割引・助成 ………………………………………………………Ｐ３４～３７  

  JR 運賃の割引、タクシー運賃の割引、バス運賃の割引、航空運賃の割引、 

心身障がい者扶養共済制度、障がい者等に対する交通費助成、 

在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業、NHK 受信料の減免、有料道路通行料金の割引  

  

  

  

  



 

 ７ くらしの困りごと相談 

各種相談員、生活保護、心配ごと相談、法律相談、       Ｐ３８～４１ 

  母子・寡婦福祉資金、生活資金貸付、生活費緊急援護資金貸付、 

北海道生活困窮者自立支援事業  

 

８ 災害時の避難 

避難所等について、大空町メール配信サービス ………………… Ｐ４２～４４ 

 

９ 環境・衛生 

ごみ収集及びごみ処理場の受入、し尿汲み取り         Ｐ４５～４７    

畜犬登録・狂犬病予防注射、エキノコックス感染対策、葬斎場、墓地  

 

１０ 年金 

       国民年金、老齢基礎年金、障がい基礎年金、遺族基礎年金 …… Ｐ４８～５０  

 

１１ 電話健康相談 

       大空健康ダイヤル２４ ……………………………………………… Ｐ５０ 

 

１２ 医療機関・関連機関一覧 

       医療機関・関連機関一覧 …………………………………………… Ｐ５１～５３  

        

  

  

  

  

  

  

ここからダウン

ロードしてね 

大空地域情報スマホアプリ「そらナビ」 

をご活用ください！ 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 住民グループ 

 

 

 ①マイナンバーカードに関する手続き   

手続の種類  必要なもの  注意事項  

マイナンバー

カードの申請  

●申請書  

（役場窓口で発行可）  

●顔写真  

（縦 4.5cm×横 3.5cm）  

 ・最近 6 ヶ月以内に撮影  

 ・正面、無帽、無背景  

●申請書の二次元コードをスマートフォ

ンで読み取ることで、顔写真の画像デ

ータを用いてオンラインで申請するこ

とも可能です。  

  

 

マイナンバー

カードの交付  

●交付通知書（はがき）  

●本人確認書類  

（①、②のいずれか）  

 ①運転免許証等顔写真付き  

のもの１点  

 ②保険証、年金手帳等顔写

真のないもの２点  

●個人番号通知カード  

 ※お持ちの方のみ  

●住民基本台帳カード  

 ※お持ちの方のみ  

●申請から約１ヶ月で交付通知書（はが

き）が届きます。  

●交付を受けることができる方は本人の

み （15 歳未満の方は法定代理人が同

行してください）  

  

※本人が病気、身体の障害で手続きでき

ない場合や、未就学児の方の場合は代

理人が受け取ることができます。（診

断書等の証明する書類が必要です）  

マイナンバーカ

ードの住所、名

前等の記載事項

変更、暗証番号

の初期化など  

●マイナンバーカード  

●暗証番号  

 ※暗証番号の初期化時は必  

要ありません  

●本人確認書類  

 ※暗証番号の初期化時のみ  

●手続きができるのは、本人、同世帯の

方、法定代理人の方のいずれかです。  

●代理人が暗証番号の初期化をする場合

は、委任状が必要です。  

  

 

 

  

届出の種類  届出期間  必要なもの  

転入届 

（町外→町内） 
町内に引越しした日から１４日以内 

●本人確認書類 

（マイナンバーカード、 

運転免許証等） 

●転出証明書  

 ※転入の場合のみ  

●マイナンバーカード  

 ※お持ちの方のみ 

転出届 

（町内→町外） 
町外へ引越しする日の前後１４日以内 

転居届 

（町内→町内） 

町内の別の場所へ引越しした日から１４

日以内 

 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 住民グループ 

② 住 民 登 録 

①マイナンバーカードに関する手続き 

１ 戸籍・住民票 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 住民グループ 

 

 
 

届出の種類  届出期間  必要なもの  

出生届  生まれた日から１４日以内  

●出生届書（出生証明書）  

●届出人の印鑑  

●届出人の本人確認書類 
（マイナンバーカード、運転免許証等）  
●母子健康手帳  

●お子さんを扶養する方の健康保険証  

●医療費などの振込先を確認できる通帳  

死亡届  
死亡の事実を知った日から７日

以内  

●死亡届書（死亡診断書）  

●届出人の印鑑  

●葬斎場使用料  

 ※大空町で火葬する場合のみ  

（町民 10,000 円、町外の方 15,000 円）  

婚姻届  
定めはありません  

（届出により効力が生じます）  

●婚姻届書  

●届出人の本人確認書類 
（マイナンバーカード、運転免許証等）  

●父母の同意書  

 ※未成年者の婚姻の場合のみ  

離婚届  

①協議離婚の場合  

 定めはありません  

（届出により効力が生じます）  

  

②裁判離婚の場合  

 調停成立または裁判確定の日
から１０日以内  

①協議離婚の場合  

 ●離婚届書  

 ●届出人の本人確認書類 
（マイナンバーカード、運転免許証等）  
②裁判離婚の場合  

 ●離婚届書  

 ●届出人の本人確認書類 
（マイナンバーカード、運転免許証等）  
●調停調書の謄本または審判書、もしくは

判決の謄本および確定証明書  

転籍届  
定めはありません  

（届出により効力が生じます）  
●転籍届書  

 

③ 戸 籍 の 届 出 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 住民グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 住民グループ 

 

 

印鑑登録できる方  登録できる印鑑  必要なもの  

大空町に住民登録

をしている１５歳

以上の方  

●住民基本台帳に記載されている「氏名」ま

たは「氏」「名」のいずれかを表している

もの  

●１辺の長さが 8mm 以上 25mm 以内の正

方形に収まるもの  

●印影が鮮明で、かつ外枠のあるもの  

●ゴム印や変形しやすい印鑑でないもの  

●同一世帯の方が登録していないもの  

●登録する印鑑  

●本人確認書類 

（マイナンバーカード、

運転免許証等）  

●登録手数料６５０円  

  

 

証明書の種類  手数料  請求できる範囲  

住民票 

（世帯全員・個人） 
250 円 

●大空町に住民登録がある「本人」および「本人

と同一世帯の方」  

戸籍事項証明書 

（戸籍謄本・抄本） 

※広域交付は謄本のみ 

450 円 
●大空町に本籍がある「本人」および「本人と同

一戸籍内の方」  

●本人の「直系尊属」（父母・祖父母など）およ

び「直系卑属」（子・孫など）  

 ※「兄弟姉妹」「配偶者の父母」の戸籍請求は

「委任状」が必要です。  

※広域交付は「直系尊属」又は、「直系卑属」で

かつ写真付きの本人確認書類が必要です。 

除籍事項証明書 

（除籍謄本・抄本） 

改製原戸籍 

※広域交付は謄本のみ 

750 円 

戸籍の附票 350 円 

印鑑登録証明書 250 円 
●窓口で印鑑登録証（カード）を提示してくださ

い。  

身分証明書 350 円 
●大空町に本籍がある「本人」および「本人と同

一戸籍内の方」  

※請求できる範囲以外の方が請求する場合は「委任状」が必要です。  

※法定相続人となる遺産相続等の権利行使を目的として請求する場合、「委任状」は必要ありま

せん。                                                     

  
④ 印 鑑 登 録 

 

  
⑤ 各 種 証 明 書 

 

④ 印 鑑 登 録 

⑤ 各 種 証 明 書 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

  

 

 

 

 

 
 

妊婦の方へ母子手帳を交付します。事前に電話で連絡の上来庁ください。保健師、栄養士に

よる面接ののち、妊婦健診受診票等の必要なものをお渡しします。面接は妊娠後期にも行いま
す。  

 

 

妊婦体験、赤ちゃんのお風呂の入れ方、育児用品、妊娠中の生活、分娩の心がまえについて

学習します。主に夜間に実施しています。  

 
 

出産後、助産師による乳房ケアや育児相談を、6 回まで無料で受けることができます。妊娠

後期に交付される受診票を用い、助産師に訪問してもらう、もしくは助産院に出向いて受けま

す。  

 

 
 

乳児は４～５か月、７～８か月、10～１１か月、幼児は１歳６か月、２歳、３歳のお子様が

対象で、診察や歯科検診（１歳６か月児以上）、保健師、栄養士、歯科衛生士等との健康相談が

あります。  

 

 
 

生後１か月～11 か月のお子様と保護者を対象に、育児や発達のお話やベビーマッサージ講

習、事故防止について学びます。助産師や保健師、消防署職員がお話します。  

 

 
 

時期に合った離乳食の形態や進め方を学びます。  

 

 

 
１歳～就学前のお子様が対象で、おおむね６か月毎に受けることができます。歯科診察と歯

科衛生士による塗布、ブラッシング指導があります。必ず事前予約が必要で、塗布した場合は
１回３００円かかります。（ブラッシング指導のみの場合は無料です）  

 

  
  

  
  

  
  

 
 

２ 
 
健 
  

康 
  

① 母 と 子 の 健 康 
 

母 子 手 帳 交 付 

 

 
 

 
 両 親 学 級 

 

 
 

 産 後 ケ ア 
 

 
 

 乳 幼 児 健 診 
 

 
 

 コ ア ラ 学 級 
 

 
 

 離 乳 食 教 室 
 

 
 

 フ ッ 素 塗 布 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

   

 子育て支援アプリ「そらベビ」  
  

 妊娠期から子育て期間までサポートするアプリです。スマートフォンやタブレットでお子様の

成長目安の確認、成長記録と思い出の記録や家族との共有、予防接種時期の計算・管理ができま

す。大空町の情報や子育て施設、近隣の病院を探すこともできます。「母子モ（ぼしも）」で検索

もしくは下記の二次元コードにて、アプリストアからダウンロードしてご利用ください。利用料

金は無料です。  

  

 
   

 ②予防接種・相談  
  

  
  

 

 予 防 接 種  

 【予防接種の種類】 

◆定期接種：予防接種法で定められたもの 

〇乳幼児 

BCG、B 型肝炎、ロタウイルス、小児肺炎球菌、5 種混合、麻しん風しん混合、水痘、日本脳

炎  

〇児童生徒  

二種混合、ＨＰＶ（ヒトパピローマウイルス）ワクチン 、日本脳炎 

 

○高齢者  

種  別  対   象   者  備   考  

インフルエンザ  

①満 ６５ 歳以上の方  

②満 ６０ 歳以上 ６５ 歳未満の方のうち、心臓、

腎臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する方  

＜個別負担額＞ 

費用の３分の１以内  

（年１回のみ）生活保護受給

者は全額助成  

高齢者肺炎球菌  

①満 ６５ 歳以上の方  

②満 ６０ 歳以上 ６５ 歳未満の方のうち、心臓、

腎臓、もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に障がいを有する方  

①②いずれかに該当し、過去に受けていない方  

※国の対象は満６５歳と②の方ですが、町の経過措

置により、令和 11 年 3 月 31 日まで６６歳以上の

未接種の方も対象となります。 

＜個別負担額＞ 

費用の３分の１の額 

（町の助成は１人１回限り） 

 

原則女満別中央病院、東藻琴

診療所での接種となります。 

町外で接種を希望される方は

必ず事前にご相談ください。 
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種  別  対   象   者  備   考  

高齢者帯状疱疹 

① 年度内に６５歳になる方 

② ６０～６４歳でヒト免疫不全ウイルスによる免

疫機能の障害があり日常生活がほとんど不可能

な方 

③ 令和１１年度までの経過措置として、年度内に

７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００

歳になる方 

④ 令和７年度のみ、１００歳以上の方 

＜個別負担額＞ 

費用の３分の１以内  

生活保護受給者は全額助成 

 

原則女満別中央病院、東藻琴

診療所での接種となります。 

町外で接種を希望される方は

必ず事前にご相談ください。 

 

◆任意接種：希望者が受けられるもの 

種  別  対   象   者  備   考  

季節性インフル

エンザ  

・中学３年生以下の方  

・生活保護の受給者  
全額助成  

風しん抗体検

査・予防接種  

・妊娠を希望する女性・抗体不十分と判定された妊

婦の夫又はパートナー  
  

おたふくかぜ  
・満 1 歳～就学前の幼児（過去に接種を受けてい

る方、又はり患したことが明確な方は除く）  
初回１回のみ全額助成  

帯状疱疹 
・満 ５０ 歳以上の方 

（定期接種対象年齢の方を除きます） 

１回 5,000 円助成 
（不活化ワクチンは２回） 

高齢者肺炎球菌

ワクチン 
・満 ６６ 歳以上で未接種の方 

＜個別負担額＞ 

費用の３分の１の額 

（町の助成は１人１回限り） 

 

 

 

相談・その他事業  

  

◆血圧計購入費助成事業 

 生活習慣を見直し、病気の予防や改善に取り組みたい方を支援するため、町内で上腕式血圧計

を購入して一定の要件を満たした方に、血圧計購入費の一部を助成します。（費用の２分の１以

内、上限 5,000 円） 

 

その他、保健師、栄養士が各団体への講話、来所やお電話での相談対応、家庭訪問などを行な

っています。  

 

 

 

 

 

 

 

② 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 
 
 
 

◆集団健診、乳がん・子宮がん検診 
～すべての健診（検診）の注意事項～  

※受診対象の年齢は毎年度末（３月３１日）の年齢です。  
※料金については見込み額になります。変更する場合がありますので、ご了承ください。  
※各健診の受診は、年度内１回限りです。 

＜内容・料金＞  

  

健（検）診名  対象者  内容  料金  

特定健診   
30 歳以上の大空町国民健康

保険加入者  

身体計測、診察、検尿、血圧測定、

血液検査、心電図、眼底検査  
3,010 円  

後期高齢者健診  後期高齢者医療保険加入者  
身体計測、診察、検尿、血圧測定、

血液検査、心電図、眼底検査  
980 円  

胃がん検診   30 歳以上  バリウム検査  2,010 円  

大腸がん検診   40 歳以上  便潜血検査  830 円  

肺がん検診   40 歳～６４歳  胸部レントゲン  
720 円 

（喀痰 1,000 円）  

胸部検診 
 
 65 歳以上  胸部レントゲン  無料  

肝炎検診  

40 歳、41 歳以上の方で過

去に肝炎検診を受けていな

い方  

血液検査  1,050 円  

骨粗しょう症検診  20 歳以上  骨密度測定（踵骨超音波法）  
男性 2,200 円 

女性    660 円  

前立腺がん検診  40 歳以上の男性  血液検査  2,310 円  

乳がん検診 30 歳代、40 歳代の女性  2 方向マンモグラフィー  2,010 円  

50 歳以上の女性  １方向マンモグラフィー  1,710 円  

子宮がん検診 20 歳以上の女性  子宮頸部細胞診・超音波検査  2,340 円  

歯科健診  6 月の集団健診受診者 歯科健診・歯科相談  無 料  

 

○特 定 健 診：令和８年４月１日現在で４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳・ 

６５歳・７０歳の方は、無料です。  

○後期高齢者健診：令和８年４月１日現在で７６歳・８０歳・８５歳・９０歳以降、５歳刻み

の年齢の方 は、無料です。６か月以上入院している方、介護保険施設に

入所されている方は、対象外となります。  

○が ん 検 診：令和７年４月１日現在で以下の年齢に該当される方は、無料です。  

・大腸がん検診～４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳の男女  

・乳 が ん 検 診～４０歳・４５歳・５０歳・５５歳・６０歳の女性  

・子宮がん検診～２０歳・２５歳・３０歳・３５歳・４０歳の女性   

○乳がん検診の視触診は行いません。 

（すべての年代でマンモグラフィー（レントゲン撮影）のみ） 

 
 

  

  

  

  

  
 

健 康 診 査 事 業 ③ 健 診 ・ ド ッ ク 
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 ●個別健診 ※対象年齢は集団健診と同様 

医療機関 特定健診 後期高齢者健診 申込先 

女満別中央病院 2,940 円 970 円 ☎0152-74-2181    

東藻琴診療所 3,110 円 1,020 円 ☎0152-66-2611 

網走厚生病院 2,840 円   － ☎0152-43-3157 

網走脳神経クリニック 2,850 円 950 円 ☎0152-67-5131 

＜申込方法＞ 直接医療機関へお申し込みください。 

 

●がん検診【女満別中央病院・東藻琴診療所】  ※対象年齢は集団健診と同様 
①胃がん検診（バリウム検査：女満別中央病院のみ）            3,270円 

②胃がん検診（胃カメラ検査）                       4,120円 

③大腸がん検診                             500円 

④肺がん検診（40歳～64歳）                        690円 

 ※医師の判断により2方向撮影した場合は940円です。 

⑤胸部検診（65歳以上）                        無料 

⑥ピロリ菌検査 （30歳以上で1年以内にピロリ菌の除菌をしていない方）  860円 

＜申 込 方 法＞ 直接医療機関へお申し込みください。 

    女満別中央病院  ☎0152-74-2181   東藻琴診療所  ☎0152-66-2611  

 

●人間ドック【網走厚生病院】※受診可能な時期に限りがあります。詳細はお問い合わせください。 

＜対 象 者＞ ３０歳以上の大空町国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者 

＜内   容＞ 特定健診、後期高齢者健診、各種がん検診、脳ドックなど 

＜料     金 ＞ 年齢や追加するオプションによって異なります。料金はおよそ24,310円～

27,570円です。 

＜申 込 方 法＞ 直接医療機関へお申し込みください。 

＜そ  の  他＞ 農協組合員の方は農協より助成があります。農協へ直接お申込みください。 

 

●脳ドック【網走脳神経クリニック・網走厚生病院】 
＜対 象 者＞ ４０～６４歳の方 （昨年度、一昨年度受診された方は対象外となります。） 

＜内容・料金＞  

○網走脳神経クリニック・・・  8,100円（結果は、郵送となります。） 

頭部MRI・MRA、頸部MRA、頸動脈エコー検査、動脈硬化検査（ABI）、認知機能検査  

  ○網走厚生病院（人間ドックを受ける方限定のオプション）・・・7,260円 

   頭部MRI・MRA、頸部MRA、頸動脈エコー検査、頭部・頸部X線検査、認知機能検査  

 

◆後期高齢者歯科健診 

＜対象者＞後期高齢者医療保険加入者(年度内一人1回のみ) 

＜内 容＞問診・歯と歯ぐきの状態、かみ合わせ、 

口腔内の衛生状態や乾燥の有無などの歯科健診 

＜その他＞受診前に質問票と健診票をお渡しします。 

その後、ご自身で歯科医院へご予約ください。 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 
認定こども園めまんべつ  ☎７７－３３７１ 

認定こども園ひがしもこと ☎６７－６３０１ 

 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

 
 

  

 

 

 

生後６か月から満5歳児までの乳幼児に教育・保育を一体的に提供する施設です。（生後6か

月～満2歳児までは保育の必要性があると認められる場合のみ利用可能） 
 

施設名 電話 開園日・開園時間 

認定こども園めまんべつ ７７-３３７１ 
・月曜日～金曜日（祝日等を除く） 

7時30分～18時30分 

・土曜日（祝日等を除く） 

8時～17時 
認定こども園ひがしもこと ６７-６３０１ 

※入園の詳細は、ホームページをご確認ください。 

 

 

 

保護者の継続的な就労、職業訓練、介護などの場合や傷病、災害・事故、ボランティア活動な

ど緊急・一時的な理由、また保護者の私的理由により、保育が必要と認められるときに一時的に

保育を受けることができる制度です。 

 

〇対 象 者：認定こども園等に通っていない生後６か月から満5歳児までの乳幼児 

〇保育場所：認定こども園めまんべつ・ひがしもこと 

〇利用料金：４時間未満           640円 

４時間以上      1,200円 

※給食を希望する場合は別途  240円 

〇申し込み：原則１週間前までに各認定こども園へ申し込みをしてください。 

 

 

 

 

 
保護者の事情などにより町外の保育園、認定こども園を利用することができます。 

※入所を希望しても、施設の要件や、空き状況などによっては入所できない場合があります。 
 
 

 

 
 
 

保護者の就労及び疾病などの理由により保育を必要とする３歳未満児を託児所などに通所させ

た場合、３歳に達した年度の末日までの分について、託児所に支払った月額利用料を町の基準に

基づき助成を行います。 
 

 

  

 

 

② 広 域 入 所 

③託児通所助成 

３ 子育て支援 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 

 

児童に健全な遊びを提供することにより、その健康を増進し、または情操を豊かにするとと

もに、運動に親しむ習慣を形成し、児童の心と身体の健康づくりを目的とした施設です。 

 

 

 

 
◎内容 ◆集団遊び（鬼ごっこ、ボール遊び）、工作、レクリエーション 

◆子育て相談指導及び子育てサークル等の育成支援 

◆放課後児童クラブ（詳細については下記「児童クラブ」） 

 

 
子育て家庭における育児不安等についての相談指導、子育てサークルへの支援などを行って

います。 

 

 

 

 

 

 

  放課後、家庭に保護者のいない児童を対象に、遊びを主とした集団活動の場を提供していま

す。 

児童クラブ 設置場所 

開設時間等（日曜・祝祭日は休館） 

電 話 
月曜日～金曜日 

土曜日・小学校の 

休業日 

女満別 

児童クラブ 
めちゃいるど館 

午後１時から 

午後６時まで 

午前８時から 

午後６時まで 

７４-５１５１ 

東藻琴 

児童クラブ 
のんきっず館 ６６-３４５３ 

 

  

開 設 場 所 
開設時間等（日曜日・祝祭日は休館） 

電 話 
月曜日～金曜日 土曜日・小学校の休業日 

めちゃいるど館 
午前９時３０分から 

午後６時まで 

午前８時から 

午後６時まで 
７４-５１５１ 

開 設 場 所 開設日 開設時間 電 話 

めちゃいるど館 
月曜日～金曜日 

（祝祭日は休業） 

午前９時３０分から 

正午まで 
７４-５１５１ 

のんきっず館 
午前１０時から 

正午まで 
６６-３４５３ 

児童センター 

 

④子どもの施設 

子育て支援センター 

 

児童クラブ 
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＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 
女満別 ☎75-6021 東藻琴 ☎63-5105 

◎対象児童 小学生 

◎保 護 者    ①日中居宅内外で日常の家事以外の労働を常態としていること 

②妊娠中であるか、出産後２か月以内の期間 

③疾病、負傷などにより入院加療中の期間  

※児童クラブに入会するには、入会申込書と①～③のいずれかに該当する証明が必要です。 

 

 

 

 

 

 町民が安心して子育てができる環境づくりのため、地域において子育ての支え合いを推進し、

児童福祉の向上を図ることを目的とし、育児の援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい

方（援助会員）がお互いの同意の協力により行う事業です。利用にあたっては、会員登録制とな

ります。 

○援助活動内容 

 ①認定こども園、小学校及び児童館などの開始前・後に子どもを預かること。 

 ②認定こども園、小学校及び児童館などへ子どもを送迎すること。 

 ③冠婚葬祭や買い物、通院、参観日等の学校行事、就職活動などによる保護者の外出の際に子
どもを預かること。 

④短期間・臨時的な就労の際に子どもを預かること。 

⑤保護者や他のこどもが病気の際に子どもを預かること。 

 ⑥認定こども園、小学校及び児童館などの休日の際に子どもを預かること。 

○援助活動場所 

 援助会員の家庭（※会員同士の同意があれば、利用会員の家庭で行うことができます。） 

○対象年齢 

 生後６か月から小学校３年生まで 

○利用料金 

利用区分 

利用料金（１人あたり） 

２時間以内３０分ごと ２時間を超え３０分ご
と 

平日（月曜日から金曜日）
の午前７時から午後７時ま
で 

３５０円 ２５０円 

上記以外 ４００円 ３００円 

※利用会員が２人以上の子どもの援助を依頼した場合は、２人目以降は利用金額の２分の１の額 

※土、日、祝日はお休みですが、会員同士の同意があれば可能です。 

ファミリーサポートセンター 

⑤子どもの一時預かり 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

  
  

高校生年代までの児童を養育している方に支給します。 

◎支給月額    
 
         
         
         
         
         
         
◎支 給 月  ４月（２月、３月分）、 ６月（4 月、５月分）、 8 月（６月、７月分） 
        １０月（8 月、9 月分）、12 月（10 月、11 月分）、2 月（１２月、1 月分） 
 

 

  

 両親がいない家庭、ひとり親家庭、父親または母親が重度の障がい（国民年金の障がい等級が

１級程度）の家庭のいずれかの状態にあり、１８歳に到達した年度の３月３１日までの間にある

児童を扶養している方に支給します。 

◎支 給 額  児童１人につき、月額４６，６９０円～１１，０１０円、 

第２子以降は月額１１，０３０円～５，５２０円ずつが加算されます。 

◎支 給 月 

 

 

◎そ の 他  所得制限、支給制限があります。 
 

 

 

 

子育て世帯に、使用済み紙おむつの処理に要するごみ袋を支給します。 

◎支給対象者  町内に住所を有する満 3 歳未満の乳幼児の保護者 

◎支 給 方 法  出生届出時もしくは転入時に役場で申請してください。ごみ袋（15Ｌ）を保
護者に支給します。  

◎支 給 枚 数  １８０枚（15Ｌ） 

        ※申請時のお子さんの月齢により支給枚数は異なります。 

        ※出生から１か月経過するごとに５枚ずつ少なくなります。 

 

 

 

 

児童の年齢 月 額（第１子・第２子） 月額（第３子以降） 

０歳～３歳未満 １５，０００円 ３０，０００円 

３歳から高校生年代 １０，０００円 ３０，０００円 

１９歳～２２歳年代 子の数のカウントのみ 子の数のカウントの
み 

児童手当 

児童扶養手当 
個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 

⑥各種手当 個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 

１１月（ ９月～１０月分） 

翌年１月（１１月～１２月分）  

翌年３月（ １月～ ２月分）  

 

５月（ ３月～ ４月分）  

７月（ ５月～ ６月分）  

９月（ ７月～ ８月分） 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

  

 

身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けているうち支給条件を満たす２０歳未満の児童

を養育している方に支給します。  

◎支 給 額  月額 児童１人につき、１級 ５６，８００円  ２級 ３７，８３０円  

◎支 給 月  ４月、８月、１１月の年 3 回   

◎そ の 他  所得制限、支給制限があります。  

  

 

 

 

 

２０歳以上の在宅の方で、法律などで定める障がいが２つ以上重複する場合など、日常におい

て常時特別の介護を必要とする方に、特別障がい者手当を支給します。  

◎支 給 額  月額 ２９，５９０円（支給額は改定される場合があります）  

◎支 給 月  ５月、８月、１１月、２月の年４回  

◎そ の 他  所得制限、支給制限があります。  

 

   

 

 

  ２０歳未満の在宅の方で、法律などで定める重度の障がいの状態にあるなど、日常において常
時介護を必要とする方に、障がい児福祉手当を支給します。  

◎支 給 額  月額 １６，１００円（支給額は改定される場合があります）  

◎支 給 月  ５月、８月、１１月、２月の年４回  

◎そ の 他  所得制限、支給制限があります。  
  

 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

特別児童扶養手当
個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 

特別障がい者手当 
個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 

障がい児福祉手当
個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 



14 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 
 
 

 

 

 

 

 

   
◎国保の加入対象者 

 社会保険、共済組合などに加入していない方は、全員国民健康保険に加入することになります。 

◎手 続 き（加入、脱退ともに 14 日以内に届出してください。）  

１） 加 入 
①社会保険などを脱退したことを証した書類、印鑑を持参のうえ、手続きをしてください。 

  ②他市町村から転入したときは、住民登録に併せて手続きをしてください。 

 ２）脱 退 

社会保険などに加入、他市町村に転出するときは、直ちに国民健康保険被保険者証（国民健康
保険資格確認書）、印鑑、社会保険などに加入したことを証した書類を持参の上、手続きをして
ください。 

◎国民健康保険税 

  １年間の保険税額は、国民健康保険に加入している個人の所得に応じた所得割、国民健康保険
に加入している人数に応じた均等割、世帯ごとの平等割の３つを合計したものと７５歳以上の方
が加入する後期高齢者医療制度への支援金分を同様に算出した合計です。 

また、４０歳以上６５歳未満の加入者には、介護納付金分を所得割、均等割、平等割を同一方
式で算出し合計します。 

◎保険税の納付方法 

  １年間の国民健康保険税は、７月から翌年２月までの８回に分けて納付していただきます。 

税率などについては、ホームページを参照いただくか、お問い合わせください。 

世帯主が国保に加入しており、国民健康保険加入者全員が６５歳以上７５歳未満の世帯は、次
の全てに該当する場合、世帯主の年金より天引き（特別徴収）されます。 

 
・ 世帯主が年額１８万円以上の年金を受給している場合 

 世帯主の介護保険料が年金から天引きされており、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額

が、年金額の１/２を超えない場合 

※年金から天引きしない場合（普通徴収）は、口座振替の手続きをしてください。 

※雇い止めなどで職を失った方（公共職業安定所で雇用保険の手続きをしている方）が、在職中
と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険税が軽減となる場合があり
ます。 

  

国民健康保険 

①国民健康保険 

４ 医療 

個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 
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◎国保の給付内容  

１） 療養の給付  

病気やけがなどで診療を受けるときは、医療機関の窓口で被保険者証・資格確認書・マイ

ナ保険証のいずれかを提出すると、医療費の一部を自己負担として病院に支払い、残りは国

保が負担します。  

◆自己負担割合  

義務教育就学前  ２割  

義務教育就学後から７０歳未満  ３割  

70 歳以上 75 歳未満  ２割（現役並み所得者については３割）  

  

２） 医療費の支給  

次のような場合には、全額自己負担で支払った後で、国保の窓口へ申請し、審査で決定さ

れると自己負担分を除いた額が払い戻されます。  

・ 旅行など、やむを得ない理由で、保険証を持たずに診療を受けたとき。  

・ 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき。  

・ 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療装具代を支払ったとき。  

  

３） 高額療養費の支給  

     1 か月に医療機関で支払った自己負担額が、世帯の限度額を超えた時に支給されます。  

   あらかじめ国保の担当窓口に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口に掲示するこ 

とで、窓口での支払いが限度額までになります。（非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」）  

    

◆70 歳未満の人の自己負担限度額（所得によって次の５つに区分されます）  

所得区分  自己負担限度額（月額）  4 回目以降  

ア  
基

準

総

所

得

額 

901 万円超  
２５２，６００円＋  

（かかった医療費－８４２,０００円）×１％  
140,100 円  

イ  600 万円超～901 万円以下  
１６７，４００円＋  

（かかった医療費－５５８,０００円）×１％  
93,000 円  

ウ  210 万円超～600 万円以下  
８０，１００円＋  

（かかった医療費－２６７,00０円）×１％  
44,400 円  

エ  所得が 210 万円以下  ５７，６００円  44,400 円  

オ    住民税非課税世帯  ３５，４００円  24,６00 円  

※基準総所得額・・・・前年の総所得金額－基礎控除 43 万円  

※住民税非課税世帯・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が非課税  

※70 歳から 75 歳未満の方の自己負担限度額は、後期高齢者医療制度「外来・入院の自己負

担限度額」を参照してください。  

   
４） 出産育児一時金支給…… 国保加入者が出産したとき５０万円（産科医療補償制度に加入

していない医療機関などで出産した場合は４８万８千円）を支給します。  

 

５） 葬 祭 費 の 支 給…… 国保加入者が死亡したとき３万円を支給します。  
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＜問い合わせ先＞ 

北海道後期高齢者医療広域連合 

（☎０１１－２９０－５６０１） 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

◎交通事故などにあったとき  

     交通事故など、第三者から傷病を受けたときも、届出をすれば国保で医療機関にかかること

ができます。その際には、かならず福祉課戸籍保険グループまたは住民福祉課福祉グループに

連絡のうえ、「第三者行為による傷病届」を提出してください。  

 ただし、示談を済ませたり、勤務中や通勤途中の事故、飲酒運転などの不法行為の場合に

は、国保は使えません。  

 
 

 

 

 

 

 

 

◎対 象 者 

 ・７５歳以上の方 
 ・６５歳以上から７４歳までの方であって一定の障がいがある方 

◎手 続 き 

加入手続きは必要ありません。ただし、６５歳以上７４歳までの方であって一定の障がいが
ある方については、障がい者手帳、印鑑を持参のうえ、手続きをしてください。 

◎保 険 料 

 ◆保険料は、原則として年金から徴収されます。（ただし、所得や年金の支給額などにより納
付書で納める場合があります。納付書で納める方は７月～翌年２月までの８回に分けて納め
ます。） 

 ◆令和７年度の保険料 
 

均等割（１人あたりの額）  ＋  所得割（所得に応じた額）  ＝保 険 料  
     5２，９５３円  （所得－４３万円）×11.79％    （限度額 80 万円） 
  

 ◆所得の低い方については、保険料（均等割）が軽減されます。 
  軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。 
 

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数－１） ７割 

４３万円＋（３０．5万円×世帯の被保険者数）＋１０万円×（給与所得者等の数－１） ５割 

４３万円＋（５６万円×世帯の被保険者数）＋１０万円×（給与所得者等の数－１） ２割 

 

◆被用者保険の被扶養者だった方は、後期高齢者医療制度に加入した日の属する月から２年を

経過していない期間のみ、均等割が 5 割軽減になります。 

  （所得の状況により、均等割の軽減割合が７割に該当することがあります。） 

 

後期高齢者医療制度 

②後期高齢者医療制度 

個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 
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◎自己負担額 

  医療機関の窓口で支払う負担割合は、次のとおりです。  

 負担割合 要 件 

３割 
住民税の課税所得※1１４５万円以上の被保険者と、同一家庭にいる被保険
者の方 

２割 

住民税課税世帯で同一世帯に課税所得２８万円以上の被保険者の方がいる
場合に、「年金収入＋その他の合計所得※２」が 

・被保険者が１人の世帯→２００万円以上の方 
・被保険者が２人以上の世帯→３２０万円以上の方 

１割 
住民税課税世帯で、２割の要件に該当しない方 
もしくは、住民税非課税世帯の方または老齢福祉年金を受給している方 

※１ 「課税所得」とは、収入の額から各種控除や必要経費を除いた後の額です。 

※２ 「その他の合計所得」とは、年金所得以外の所得の合計額となります。また、給与所得

がある場合は、給与所得金額から１０万円を控除します。 

 

   負担割合が３割の方の中で、下記のいずれかに該当する方は、役場又は総合支所で申請する

と、原則翌月１日から負担割合が「１割」または「２割」となります。 

被保険者が１人の世帯 

・被保険者の収入が３８３万円未満 
・被保険者と同一世帯の７０～７４歳の方の収入の合計額が 

５２０万円未満 

被保険者が２人以上の世帯 ・被保険者の収入の合計額が５２０万円未満 

 

外来・入院の自己負担限度額（標準負担額）  

所 得 要 件 限度額（個人単位外来） 限度額（世帯単位入院含む） 

課税所得 690 万円以上 【現役Ⅲ】 
２５２，６００円＋（医療費-８４２，０００円）×1％ 

<多数回１４０，１００円> 

課税所得 380 万円以上 

690 万円未満 
【現役Ⅱ】 

１６７，４００円＋（医療費-５５８，０００円）×1％ 

<多数回 ９３，０００円> 

課税所得 145 万円以上 

380 万円未満 
【現役Ⅰ】 

８０，１００円＋（医療費-２６7,00０円）×1％ 

<多数回 ４４，４００円> 

◎自己負担額「負担割合２

割」の要件に該当する方 
【一般Ⅱ】 

18，00０円 

<年間の上限 １４４，０００円> 

５７，６００円 

<多数回 ４４，４００円> 住民税課税世帯で、 

【一般Ⅱ】に該当しない方 
【一般Ⅰ】 

住民税非課税 【区分Ⅱ】 

８，０００円 

２４，６００円 

住民税非課税 【区分Ⅰ】 １５，０００円 

※ 過去１２ヶ月以内に３回以上、限度額に達した場合は、４回目から「多数回」該当になります。  

※ 療養型病床に入院する場合は、食事標準負担額の他に生活療養標準負担額を支払います。  
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◆限度額適用・標準負担額の減額  

・３割負担で所得要件【現役Ⅰ】と【現役Ⅱ】に該当する方は、申請により自己負担額が減額

になり、高額医療費の支給の際に適用されます。  

   ・１割負担で住民税非課税世帯に属する受給対象者の方は申請により自己負担額が減額にな

り、高額医療費の支給の際に適用されます。  

      区分Ⅰ ：住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が０円 

（年金収入のみで年収８０万円以下の方） 

区分Ⅱ ：住民税非課税世帯であり、低所得Ⅰに該当しない方  

    

なお、上記の対象となる方は医療機関窓口において「限度区分」の確認が必要になりますの

で「資格確認証」に併記する手続きを福祉課戸籍保険グループまたは住民福祉課福祉グループ

でしてください。  

 

 

◆高額介護合算療養費 

   同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者において、医療保険の自己負担額と介護保険サービス

の利用者自己負担額がある場合は、年単位（８月１日から翌年７月３１日の１年間）での限度

額を超えた額が高額介護合算医療費として後から支給になります。  

  

【自己負担額】  

 

 

 

  

区  分  所 得 要 件  合算後の限度額  

現役並み 

所得者 

現役Ⅲ 課税所得 690 万円以上  212 万円  

現役Ⅱ 課税所得 380 万円以上 690 万円未満  141 万円  

現役Ⅰ 課税所得 145 万円以上 380 万円未満  67 万円  

一  般 
一般Ⅱ 

「年金収入＋年金以外の合計所得金額」が 
・被保険者が１人の世帯→２００万円以上 
・被保険者が２人以上の世帯→３２０万円以上 56 万円 

一般Ⅰ 住民税課税世帯で、一般Ⅱに該当しない 

低 所 得 
区分Ⅱ 

住民税非課税世帯 
31 万円  

区分Ⅰ １９万円  
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

  
◎対 象 者 

 ○身体障がい者手帳１級、２級の方及び内部障がいで３級の方（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこ

う、直腸、小腸、肝臓の機能の障がいに限る） 

○療育手帳のＡ判定の方及び重度の知的障がいと医師の診断を受けた方 

○精神障がい者保健福祉手帳の１級に該当する方 

※一定の所得を超えている方は助成の対象となりません。 

◎助 成 の 範 囲 

１．町民税非課税世帯の方 

２．高校生世代までの方 
全額助成 

上記以外の町民税課税世帯の方 １割の１/２を自己負担。 

※精神障がい者保健福祉手帳１級に該当する方の入院に係る医療費は助成対象外となります。 

 

 

 

 
 

 

 

◎対 象 者 

  母子家庭や父子家庭及び両親のいない１８歳未満（就学などにより引き続き扶養される場合

は２０歳未満）の児童がいる家庭であって一定所得以下の世帯 

◎手 続 き 

加入している健康保険が確認できるもの（有効期限内の健康保険証、資格確認書、資格情報

のお知らせ等）、戸籍謄本、印鑑を持参の上、手続きをしてください。 

 

 

  入院を必要とする重症未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行います。ただし、保護者

の所得に応じ一部自己負担があります。 

  

対 象 者 助成範囲 摘   要 

高校生世代までの 

子ども 

医療機関に支払った

自己負担額 

保険給付とならない差額ベッド、容器代、文

書代、検診などは助成の対象となりません。 

③医療費助成 

重度心身障がい者医療費助成 

子ども医療費助成 

ひとり親家庭等医療費助成 

未熟児養育医療費助成 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞北海道オホーツク総合振興局 （☎０１５２-４１-０６０３）  

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

◆大空町の助成 

２回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある方が対象となります。  

◎対象の検査・治療  

不育症の因子を特定するための検査（子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質
抗体検査、凝固因子検査）及び検査の結果に基づく治療になります。  

◎助成額・回数  

１回の検査・治療につき１０万円を限度として助成します。  

◎そ  の  他   

北海道の不育症治療費助成を受けている方は、その決定通知書が必要です。 

 

◆北海道の助成 

２回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往がある方が対象となります。  

不育症の因子を特定するための検査及び治療に要した費用に対し、助成します。  

 

 

 

◆大空町の助成 

不妊治療しなければ妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けて

おり、治療開始初日の妻の年齢が４３歳未満の方が対象となります。 

＜治 療 費＞ 

◎対象の治療 ①タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療の手術 

       ②先進医療 

◎助成額・回数    ①１回の治療につき、かかった不妊治療経費から高額療養費を除いて、１０万円を限度

として２分の１を助成（１年度中２回まで） 

        ②先進医療経費に対し３万５千円を限度として、７割を助成（１年度中２回まで） 

◎そ  の  他  先進医療は、北海道が補助対象とした治療以外対象となりません。 

        治療終了から６０日以内に申請してください。 

＜交 通 費＞ 

◎対象交通費  自宅から医療機関までの距離に応じた費用 

◎助成額・回数  距離別基準額の３分の２（１回の治療につき５回まで） 

◎そ の 他  治療終了から６０日以内に申請してください。 

  

不 育 症 治 療 費 助 成

不 妊 治 療 費 等 助 成
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◎小児慢性特定疾病医療費助成 

 １８歳未満（一部疾患によっては２０歳未満）の児童で、保険診療で支払う自己負担額を助成

します。 

【対象となる病名】 

◆ 悪性新生物、糖尿病、先天性代謝異常、血友病……１８歳未満対象 

◆ 腎疾患、ぜんそく、心疾患………２０歳未満対象 

  

◎特定疾患治療費助成 

 病気の原因が不明で、治療方法も確立していない困難な病気になったときは、入院、通院の医

療費の自己負担額の一部を助成します。 

 

  

詳しくは  北海道オホーツク総合振興局 

（☎０１５２-４１-０６０３）へ 

その他の医療費助成 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

【地域包括支援センター】 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 

 

 

 

 

◎対 象 者  

６５歳以上の方（第１号被保険者）と４０歳から６４歳の医療保険に加入している方（第２号

被保険者）が介護保険に加入します。  

  

◎保 険 料    

令和６年度から令和８年度までの基準額は、月額５，０００円です。  

  

◎６５歳以上の方（第１号被保険者）  

① 第１号被保険者の保険料は所得に応じた額となります。  

② 第１号被保険者で年金額が一定金額以上の方は、年金の定期支払い（年６回）の際に介護保

険料があらかじめ差し引かれます。  

  

◎４０歳から６４歳の方（第２号被保険者）  

① 第２号被保険者の保険料は、加入している医療保険によって異なります。  

② 第２号被保険者は、現在加入している医療保険料と併せて支払います。  

  

②地域包括支援センター  

   

寝たきり、認知症などで介護を必要とする状態になったり、常時の介護までは必要ないが、家

事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態になったときは、地域包括支援センターへご相談

ください。  

 

◎相談受付時間  

月曜日から金曜日（祝日除く）の午前 8 時４５分から午後５時３０分  

   

◎ご相談について  

問い合わせ先の地域包括支援センター 役場 福祉課 健康介護グループ  

支所 住民福祉課 福祉グループ までご相談ください。  

 

  

  ① 介 護 保 険 
 

  

５ 高齢者 

個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 
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◎地域包括支援センターの役割  

・介護予防事業のマネジメント  

・介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援  

・被保険者に対する虐待防止、早期発見等の権利擁護事業  

・支援困難ケースの対応など介護支援専門員（ケアマネ）への支援  

 

  

 

  

 
  

  ◎介護保険サービスを利用するまでの流れは､別表をご覧ください。  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総合相談支援  

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

権利擁護  

 

 

 

  

ケアマネジメント支援  
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 

（女満別☎７５－６０２１・東藻琴☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 

（女満別☎７５－６０２１） 

＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 

（女満別☎７５－６０２１・東藻琴☎６３－５１０５） 

 ③認知症カフェ  

  

無理なく運動したり、お茶を飲みながら認知症等の学習や相談ができる認知症カフェを開催し

ています。 

◎対 象 者：どなたでも参加できます。  
◎準備する物：動きやすい服装  
◎時  間：【メルヘンカフェ・のんき～カフェ】午後１時 30 分～午後 3 時まで  

【はなぞのカフェ】午後１時～午後３時まで 

◎実 施 時 期：各会場 月に１回  
◎会  場：【メルヘンカフェ】女満別老人福祉センター  

【はなぞのカフェ】シルバーハウジング集会室  
【のんき～カフェ】ふれあいセンターフロックス 

  
   

 ④いきがいづくり  
  

ふれあい交流会   

 

 （両地区）  
 ひとり暮らし高齢者、高齢夫婦世帯の親睦と交流を図ります。    

◎ 対象者：独り暮らし、高齢夫婦世帯のお年寄り   
◎ 内 容：近隣観光地巡り、昼食など  
  

 ときめきサロン  

 

（女満別地区）    

高齢者の閉じこもり予防と交流の場として高齢者サロンを開催します。  

◎実施時期・会場：おおむね月１回（女満別老人福祉センターあるいは女満別研修会館）  
          ＊時期・会場については、内容によって変わります。  
◎対象者：おおむね６５歳以上の方  
◎内 容：レクリエーションなど  
  

 

  老人（寿）クラブ   

 

老人（寿）クラブでは、地域の高齢者が自主的に集まり、交流を深めながらスポーツ、レクリ
エーション、社会奉仕活動、教養活動などの幅広い活動を行っています。６０歳以上であればど
なたでも参加できます。  

◎加 入 方 法：最寄りの地区老人（寿）クラブの会長に直接お申し込みください。 
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＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 

（女満別☎７５－６０２１・東藻琴☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 

（女満別☎７５－６０２１・東藻琴☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 
大空町社会福祉協議会 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 
 

 
 ボランティア活動について知りたい、ボランティア活動をしたい方のご相談をお受けしていま

す。 

 

 
 高齢者の蓄積された経験、能力を活かし、自らの生きがいづくりと社会参加を希望する方々の

就業機会の増大を図り、社会福祉の増進、活力のある地域社会づくりに寄与することを目的とし

ています。 

◎対象者：おおむね６０歳以上の健康で働く意欲のある方 

 

 

 

 

 

 長年住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるように「見守りネット事業」を女満別・東
藻琴両地区で実施しています。 
 65 歳以上の単身・高齢者のみ世帯等を対象に、専門の訪問員（ふれあい訪問員）が戸別訪問
し、日常生活での困りごとなどを把握し、各種サービス（配食、福祉有償運送サービスなど）の
紹介を行います。 
 

 

  

 65 歳以上の単身世帯で緊急時の行動が困難な方および身体障がいのある方などに緊急通報用

電話機を貸与し、緊急通報受信センターと電話回線で接続することによって、急病および災害な

ど緊急の事態が発生した場合に迅速かつ適切な救援体制をとることにより、高齢者などの生活不

安の解消および人命の安全を確保します。 

  

ボランティア活動 

高齢者就労センター 

⑤生活支援 

緊急通報用電話機の貸与 

見守りネット事業 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 
大空町社会福祉協議会 

  

 

 定期的に居宅を訪問し、女満別地区で週３回（月・水・金）、東藻琴地区で週２回（火・金）の

食事提供を行っています。 

 利用料……１食当たり ３５０円 

 ◎対象者：７０歳以上のひとり暮らしまたは８０歳以上の夫婦世帯で食事づくりが困難な場

合、その他障がいのある方で食事づくりが困難な場合も含みます。 

◎ご利用希望は、随時受け付けています。 

 

タクシー券の交付 
 

在宅の高齢者や重度の心身障がいのある方の外出機会の創出、生きがいづくり、買い物などを
支援するため、２種類のタクシー券を交付し、タクシー利用運賃の一部を町が負担します。  
【対象者】  

①年度内に７５歳以上となる方  
 ②身体障がい１級・２級または内部障がいで３級の身体障がい者手帳をお持ちの方  
 ③知的障がいＡ判定の療育手帳をお持ちの方  
 ④精神障がい１級の精神障がい保健福祉手帳をお持ちの方 
 ⑤要支援・要介護の認定を受けた方 

【タクシー券の種類】  
 ①福 祉 タ ク シ ー 券・・・１枚あたり運輸局が定める自動認可運賃の普通車上限価格 

（700 円）を町が負担するタクシー券を年間９枚（町民税所得   
割非課税非課税世帯は１８枚）交付します。  

   ②外出支援タクシー券・・・3,000 円までの金額を町が負担するタクシー券を年間６枚  
（町民税所得割非課税世帯は 1２枚）交付します。   

 

 

 

 
在宅の高齢者や障がいのある方が、通院や買い物などの外出時をはじめ日常生活を営む上で支

障となる道路に面した出入口部分（間口）と玄関先までの通路部分（敷地内）を除雪する事業で
す。  
【対象者】 

町民税所得割非課税世帯に属しており、下記のいずれかに該当する方です。  

① ６５歳以上の単身世帯  

② ６５歳以上の方と６０歳以上の方とで構成される世帯  

③ 身体障がい者手帳の交付を受けている方のみで構成される世帯  

④ 身体障がい者手帳の交付を受けている方と６０歳以上の方とで構成される世帯  
【サービスの種類】  

① 日常生活を営む上で支障または危険がある場合、必要最低限度の範囲の除雪を行うため
に必要な人材を派遣します。  

②対象者が自ら民間事業者を活用して行う居宅の除雪に要する費用の一部を助成します。  
 

    
      
除 雪 サ ー ビ ス 

 

配 食 サ ー ビ ス 
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高齢者世帯において熱中症発症を予防し、安心安全な在宅生活を支援するため、エアコンディ

ショナー設置等に要する費用の一部を補助します。 

◎対象世帯 町内に住所を有し、65 歳以上の方のみの世帯又は、65 歳以上の方と身体障害者

手帳をお持ちの方のみの世帯、かつ町民税非課税又は生活保護受給世帯であって、

居住している住宅にエアコンディショナーが未設置の世帯 

◎対象機器 エアコンディショナー（移動式を含む）、冷風機などの室温冷却機能を有する機器

（町内商工会加盟店から購入した機器に限る） 

◎補助金額 購入設置経費の 2 分の 1（千円未満切り捨て）、上限５万円を 1 世帯 1 回限り。 

 

 

介護保険認定を受けた要介護者（要支援者含む）や障がい者手帳等の交付を受けている方で、

タクシーなどの公共交通機関によっては、十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合

において、福祉有償運送サービス事業が認められています。  

 福祉有償運送サービスの利用料金は、実費の範囲内で、営利と認められない範囲の料金とな
っています。  
 
【事業実施団体（連絡先）】 
 大空町社会福祉協議会（女満別☎７５－６０２１・東藻琴☎６３－５１０５） 
 女満別福祉会（☎７４－２５５５） 
 夢の樹オホーツク（☎０１５２－６１－５２３２） 

あくあ（☎０１５２－６７－４６８６） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者世帯熱中症対策事業補助金 

福祉有償運送サービス 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 
大空町社会福祉協議会 
女満別（☎７５－６０２１） 
東藻琴（☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
健康介護グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 

 

 

在宅の寝たきり高齢者または認知症高齢者、在宅の寝たきり重度心身障がい者および在宅の寝

たきり特定疾患患者の介護者に、在宅寝たきり老人等介護手当を支給します。 

支 給 額 月額５,０００円（毎年９月、３月に支給） 

そ の 他 支給制限があります。 

 

  

 

寝たきりなどで自宅での入浴が困難な方に、通所入浴サービス事業を行うことにより在宅生活

を支援します。 

利用料 １,０００円/回 

 

 

 

要介護４または５に相当する方を介護する家族（町民税非課税世帯）に、紙おむつなどの介護

用品を給付することにより在宅生活を支援します。 

 

 

 

 在宅介護で使われた紙おむつの処理に要するごみ袋（15Ｌ）を支給します。 

◎支給対象者 町内に住所を有し、常時紙おむつを使用している次のいずれかに該当する方を
在宅で介護する方（町民税非課税世帯に限る） 

・65 歳以上の方 ・身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方 

◎支 給 方 法 役場又は総合支所で申請してください。 

◎支 給 枚 数 最大５０枚/年度（申請月により支給枚数が異なります） 

 

 

 

  

介護保険では貸与できない方を対象に、車いすなどを無料貸与します。 

在宅寝たきり老人等介護手当 

 

在宅介護機器の貸し出し 

介護用品給付事業 

⑥在宅介護 

高齢者等介護世帯応援ごみ袋支給 
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＜問い合わせ先＞ 

女満別ドリーム苑（☎７４－２５５５） 
東藻琴福寿苑  （☎６６－３３１４） 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 

 

 
 

 おおむね６５歳以上の方で、身体、精神上著しい障がいがあるため常時介護を必要（いわゆる

寝たきり状態またはそれに準ずる）とし、在宅で適切な介護を受けることが困難な方で原則要介

護３以上の方が入所できる施設です。費用は、入所者の介護度により異なります 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◆利用対象となる方 

 大空町に住所を有する原則６０歳以上の、次の①～③いずれかに該当する方で、独立して生活

することに不安がある方。 

① ひとり暮らしの方 
② 夫婦のみの世帯の方 
③ 家族による援助を受けることが困難な方 

なお、食事の提供を希望される方は、福祉会と個人契約になります。詳細は各地区の福祉会へお問い合

わせください。 

施 設 名 住   所 電話番号 定   員 

女満別生活支援ﾊｳｽ 

ドリーム苑 なごみ 

女満別西４条５丁

目４番１０号 
７４-５７５０ 

単身用（１２室） １２名 

２人用（ ５室） １０名 

東藻琴生活支援ﾊｳｽ 

悠久の里 

東藻琴３８３番地

の２９ 
６６-３３０７ 

単身用（１０室） １０名 

２人用（ ２室） ４名 

 

 

 

 

 グループホームは９人ほどの少人数で、できるだけ家庭に近い環境で共同生活を送ります。 

◆利用対象となる方 

 おおむね６５歳以上の中程度の認知症高齢者であって、次に該当する方 

①介護保険被保険者であり、要介護状態にある方 

②家庭環境などにより、家庭での介護が困難な状態である方 

③おおむね身体の自立ができており、共同生活を送ることに支障のない方 

施設名 住  所 電  話 定  員 

特別養護老人ホーム 

女満別ドリーム苑 
女満別西４条５丁目４番１０号 ７４-２５5５ ６０名 

特別養護老人ホーム 

東藻琴福寿苑 
東藻琴３８７番地の８ ６６-３３１４ ６０名 

特別養護老人ホーム 

＜問い合わせ先＞ 

グループホームひかり館（☎７４－４３２１） 

 

 

 

ふ・れ・や・か 東 藻 琴（℡ ６３-５7:00） 

認知症高齢者グループホーム 

生 活 支 援 ハ ウ ス 

⑦老人福祉施設 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 健康介護グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

  

 
女満別老人福祉センター  

◆所 在 地 
  女満別西４条５丁目４番１３号（電話番号７４－２３６２） 

◆施設の開館時間 
  午前９時～午後９時まで 

◆施設の休館日 毎週火曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 
 
東藻琴老人福祉センターふれあいセンターフロックス【天然温泉の入浴施設】 

◆所 在 地 
  東藻琴３８７番地の９（電話番号６６－２０７０） 

◆施設の開館時間（入浴施設は除きます） 
  午前８時４５分～午後９時まで 

◆入浴施設の開館時間  
  午前１１時～午後１０時まで（入浴の受付時間は午後９時まで） 

◆入浴施設の休館日 毎週木曜日・定期清掃日・元旦（１月１日） 
 

（フロックス入浴料金等） 

    

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区 分 入浴料 回数券(12 枚綴り) 

大人(12 歳以上) ５００円 ５，０００円 

中人(6 歳以上 12 歳未満) １５０円 １，５００円 

小人(6 歳未満) ８０円 ８００円 

※ボディソープ・シャンプーは、備え付けてあります。 
※フェイスタオル、バスタオルはご持参いただくか、購入

してください。 

老人福祉センター

 

次の入浴施設において、要件に該当する方は入浴料金の減免があります。 
入浴の際に町が発行する証明書を受付に提示してください。 

◎入浴施設  女満別農業構造改善センターひまわり温泉、ふれあいセンターフロ
ックス、芝桜公園（芝桜の湯） 

 ●減免の対象となる方（大空町在住者） 
  ・年度内に６０歳以上となる方 
  ・身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方 
  ・生活保護世帯の方 
 ●減免となる入浴料金 
  ・大人（１２歳以上）     ５００円→１５０円 
  ・中人（６歳以上１２歳未満） １５０円→ ８０円 
  ・小人（６歳未満）       ８０円→ 無 料 

 

入浴料金軽減証明書 
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■ 後見制度とは 

    認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方につい

て、本人の権利を守る人（後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。 

 
１．法定後見制度  

   障がいや認知症の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の３つの種類（類型）があります。 
  後見は、判断能力が常に欠けて日常の買い物も一人では難しい方、保佐は、判断能力が著し

く不十分で、重要な契約が一人ではできない方、補助は判断能力が不十分で、重要な財産の管
理を一人ではできない方です。どんな支援を受けれるかは、医師の診断書等をもとに家庭裁判
所が決定します。 

    
2．後見人（保佐人・補助人）の選任  

     家庭裁判所では、後見（保佐・補助）開始の審判をすると同時に本人にとって適切だと思わ
れる方を後見人（保佐人・補助人）として選任します。本人の親族が選任さえる場合もあれ
ば、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や法律または福祉に関する法人等が選任される
場合もあります。 

   また、家庭裁判所は後見人（保佐人・補助人）へ後見等事務の報告や財産目録等を提出さ
せ、点検し適正に行われているか監督します。  
 
3．任意後見制度  

      本人に十分な判断力があるうちに将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ
自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療養看護、財産管理、身上監護の事務に
ついて代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおくことができ
ます。 

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から
効力が生じ、受任者が任意後見人となり事務を開始します。任意後見監督人は、任意後見人が
契約の内容どおり適正に仕事をしているかを監督します。  

 
４．成年後見登記制度  

      成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記
し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書（登記されていないことを含む。）を発行す
ることによって登記情報を開示する制度です。 

  
５．身寄りのない方の保護  

      身寄りがないなどの理由で、申立をする人（※）がいない方の保護を図るため、市町村長に
法定後見（後見・保佐・補助）の開始の審判の申立権が与えられています。  

  （※）申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。  
  

  
  
 

 
 

＜問い合わせ先＞ 

 大空町成年後見支援センター（大空町社会福祉協議会内） 

（女満別 ☎７５－６０２１・東藻琴 ☎６３－５１０５） 

詳しくは 釧路家庭裁判所網走支部へ 

⑧権利擁護 

成年後見制度
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日常生活自立支援事業 

 

（１）利用者  

高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活している方  

（２）援助の内容  

福祉サービスの利用（申込み手続きの同行や代行）や日常的金銭管理（税金、公共料金、

家賃の支払い、日常生活に要する預貯金の払い出し）などのお手伝い 

（３）実施体制  

・実 施 主 体：北海道社会福祉協議会  

・事業の一部委託：大空町社会福祉協議会（利用に関わる相談、利用申請の受付、実際 

の日常的援助など） 

・専 門 員 の 配 置：相談や調査、利用者の支援計画策定などの業務を担当  

・生 活 支 援 員：利用者を訪問して情報提供や相談、日常的な金銭管理などを行う 
 

（４）利用手続き  

・本人と社会福祉協議会とで具体的な援助内容を明確にした契約を結ぶことが必要です。  

・判断能力が著しく低下している場合などは、利用できません。（上記契約をするためには、

本人に一定の判断能力が必要です。）  

・成年後見制度による成年後見人などが選任されていて、その成年後見人などとの間で契約

を締結すれば利用可能です。  

（５）利用料 （相談は無料）  

１回（１時間程度）の利用で 1，200 円と生活支援員の交通費実費 

生活保護者世帯は無料  

  

  

シルバー１１０番 
  

  ・開 設 日  月～金曜日 ※ ただし、祝日・年末年始（１２/２８～１/３）は除く。 
  ・受 付 時 間  午前９時～午後５時 
  ・相 談 料  無料 
 
◆利用できる方◆   

高齢者についての心配ごとや悩みを抱える方であれば、どなたでも相談できます。 

◆サービスの内容 

◎ 一 般 相 談  本人や家族の悩み、心配ごとや生きがい活動等、生活全般にわたる相談 
◎ 専 門 相 談  医療、年金、法律等の専門的な相談 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

 大空町社会福祉協議会 

（女満別 ☎７５－６０２１・東藻琴 ☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 
 高齢者総合相談センター 
（ ☎ ０１１-２５１-２５２５） 



33 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

  

 

 

 

目、耳、手、足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいを有する方に対し、その程度によ

り１級から６級までの身体障がい者手帳が交付されます。 

 

 

 

おおむね１８歳までにあらわれた知的障がいを有する方に対し、その程度により手帳が交付さ

れます。 

◎ 療育手帳は、Ａ判定、B 判定の区分があります。 

Ａ判定…障がい程度が重度です。（おおむねＩＱ３５以下） 

Ｂ判定…障がい程度が中度または軽度です。（おおむねＩＱ３６～７５以下） 

【手続き】 児童相談所、総合相談所の判定が必要になりますので、事前にご相談ください。 

 

 

 

何らかの精神障がいにより、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に対し、

その程度により１級から３級まで手帳が交付されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 障がい者 

①障がい者手帳 

個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 

個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 

 

 

 

障がい者総合支援法に基づく制度は、障がいのある方や難病をお持ちの方ができるだけ自立

した生活がおくれるように支援し、すべての方が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実

現していくための仕組みです。 

  主なサービスは、次のとおりです。 

サービス等 内  容 

訪問系サービス 身体介護、家事援助、外出時の介護 など 

日中活動系サービス 創作的活動、機能訓練、就労訓練、一時預かり など 

居住系サービス グループホームなどの共同住宅での訓練、施設入所 など 

児童系サービス 日常生活における基本動作などの訓練、放課後や長期休暇中の支援 

自立支援医療 更生医療：障がいの程度を軽くしたり、機能の回復を図ることを目

的とした医療の実施 

育成医療：身体障がいを持つもしくは疾患を放置すると将来におい

て障がいを残すが、手術などにより生活の能力を得るた

め、１８歳未満の児童に対し、必要な医療の実施 

精神障がい者通院医療 

：通院により精神医療を継続的に要する方が、自立した日 

常生活または社会生活を営むために必要な医療の実施 

補装具 身体障がい者の身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替

するための用具の購入費または修理費の補助 

地域生活支援事業 相談支援、成年後見制度申請費用の補助、手話通訳者の派遣、日常

生活の便宜を図るための用具購入費などの補助、外出支援 など 

※所得に応じて、自己負担額が決まるため、給付対象にならないこともあります。 
※障がいの状況により、受けることのできないサービスがあります。 
※身体障がいのある６５歳以上の方が障がい福祉サービスを利用する場合は、原則として介護保

険制度によるサービスの利用が優先されます。 
 
 

 

 

 
 身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、旅客運賃が割引になります。 

対  象 割 引 率 内   容 
第１種身体障がい・精神障

がい者・療育手帳Ａ判定 
本人、介護者ともに５割引 

全線（普通乗車券）定期乗車券、
回数乗車券、急行券 

第２種身体障がい・精神障

がい者・療育手帳Ｂ判定 
本人のみ５割引 １００㎞を超えるとき割引される 

※乗車券購入時、窓口に手帳を提示してください。 

ＪＲ運賃の割引 
詳しくは、ＪＲまで 

③各種割引・助成 

②障がい福祉サービス 

個人番号利用事務 

（表紙裏面参照） 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 
 

 身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、タクシー運賃が割引になります。 
 ◎割引運賃  １割引 
  ※利用時に身体障がい者手帳または療育手帳を提示してください。 
 

 
 

 身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、バス料金が割引になります。 
 

対  象 割 引 率 内   容 
第１種身体障がい者 
療育手帳Ａ判定 

本人、介護者ともに５割引 
定期券は３割引 

第２種身体障がい者 
療育手帳Ｂ判定 

本人のみ５割引 

※料金支払時または乗車券購入時に身体障がい者手帳または療育手帳を提示してください。 
 

 

 

 
身体障がい者手帳、療育手帳の交付を受けている方は、 

航空運賃（国内定期路線）が割引になります。（割引率は 
航空会社により異なりますので、各会社へお問い合わせ 
ください。） 
 

 

 
 心身障がい者を養育している保護者が一定額の掛け金を納めることにより、保護者が死亡した

り重度障がいとなったとき、心身障がい者に対し終身一定額の年金が支給されます。なお、保護

者は２口まで加入できます。 

◎支  給  額  月額２０,０００円 

◎加入できる人  身体障がい者手帳１～３級または療育手帳の交付を受けている方の保護者で

６５歳未満の人。 

  

バス運賃の割引 詳しくは、各バス会社まで 

詳しくは、各タクシー会社まで 

航空運賃の割引 詳しくは、各航空会社まで 

心身障がい者扶養共済制度 
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詳しくは 
北海道オホーツク総合振興局 
（☎０１５２-４１-０６０３） 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 

  

心身障がい者等の判定、診断、検査及び相談のために要する交通費等 
を助成します。ただし、一定の所得以下の方が対象になります。 

◎対 象 者    
・身体障がい者手帳の交付を受けた重度障がい者、療育手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交

付を受けた方、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受給者証を受けた方 

・満７５歳以上（受診日時点）の方（通院に掛かる「バス運賃」及び「ＪＲ普通運賃」に限る） 
・上記該当者の介添者（医師等が必要と認めて同行する方） 

◎助 成 額    

経 費 内 容 助 成 金 額 

バス運賃、ＪＲ普通運賃、急行料金（片道５０㎞以上）、

特急料金（片道９０㎞以上）、航空運賃、宿泊料 
費用の７割（介添者分も助成） 

福祉自動車 費用の７割（本人のみ） 

自家用車 費用の５割（本人のみ） 

福祉有償運送（人工透析に限る） 費用の３分の１（本人のみ） 

   
 

 

 

   

在宅酸素療法などを行っている低肺機能患者（呼吸器機能障がい者）の経済負担を軽減し、社
会復帰などの促進を図るため、酸素濃縮器などの使用にかかる電気料の一部を助成します。  

◎対 象 者  北海道に在住し、在宅で酸素療法などを行っている方  

◎助 成 額  １日当たりの酸素濃縮器使用が１２時間未満  月額 １,０００円  
                １日当たりの酸素濃縮器使用が１２時間以上  月額 ２,０００円  
 
 

  ＮＨＫ受信料の減免  

 ＮＨＫでは身体障がい者などに対し、受信料の減免を行っています。  

◎手続きに必要な物 

身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳のうちいずれか、印鑑、収入状

況がわかる書類  

減 免 額  対 象 と な る 世 帯  

全額免除  

① 心身障がい者のいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税であるとき  

② 知的障がい者のいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税であるとき  

③ 精神障がい者のいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税であるとき  

④ 生活保護を受給している世帯  

半額免除  
① 世帯主が視覚障がい者または聴覚障がい者であるとき  

② 世帯主が重度の障がい者であるとき  
 
 

  

  
 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

  

身体障がい者手帳をお持ちの方が自分で自家用自動車を運転する場合、重度の身体障がい者お

よび重度の知的障がい者のために介護者が運転する場合、通行料金が５０％割引になります。 

 

◎対 象 者 

 ①障がい者本人が運転する場合 

  ・身体障がい者手帳または療育手帳をお持ちの方。 

 ②障がい者本人が同乗し、別の方が運転する場合 

  ・重度の障がいをお持ちの方（手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の

欄に第 1 種と記載されている方）。 

 

◎手続きに必要なもの 

 【共通】 

○車検証の写し、免許証の写し 

○障がい者ご本人の身体障がい者手帳もしくは療育手帳 

○印鑑 

 【ＥＴＣを利用する方】 

  ○ETC カード（障がい者ご本人名義に限ります。未成年の重度の障がい者の方でご本人以外

の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人が運転しての割引を受けない場合に限

り、親権者または後見人名義の ETC カードも対象となります。）  

○「ETC 車載器セットアップ申込書・証明書」 など登録を申請される自動車に取り付けら

れた ETC 車載器の車載器管理番号が確認できる書類など   

※割引の有効期限は、申請日から２回目の誕生日までです。（更新するときは、申請が必要とな

ります） 

※対象となる自動車は、車検証に記載された所有者または使用者が、障がい者本人または家族な

どの介護者となっているものに限られます。 

※ETC を利用されている方で、割引制度を受けたい方は事前登録が必要になりますので、お問い

合わせください。（申請から登録まで約２週間程度かかります） 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 

 

 
 

◎行政相談員 

国・道・市町村の行政全般についての苦 

情、意見、要望を受けております。 

                 

相  談  員 氏   名 電 話 番 号 

行 政 相 談 員 
篁   融 心（錦 町 第 ２） ７４－２２０５ 

阿 部 恵 子（西     区） ６６－２３２１ 

 

◎人権擁護委員 

  身分・財産・人権に関する様々の問題につ 

いて相談を受けます。 

 

◎障がい者相談員 

  障がい者福祉、障がい者の更生援助や各種 

の相談に応じます。 

相  談  員 氏   名 電 話 番 号 

身体障がい者相談員 木 全 知 明（栄 町 第 ５） ７４－２０７０ 

知的障がい者相談員 黒 田 静 枝（東    陽） ７４－４７４１ 

 

  障がいに関する相談は、役場福祉課福祉グループや支所住民福祉課福祉グループ、相談支援事業所糸

でも受け付けています。 

  

相  談  員 氏   名 電 話 番 号 

人 権 擁 護 委 員 

北 島 惠 子（夕  陽  台） ７５－６０５４ 

河 崎 琢 哉（日の出町第２） ７４－２２６５ 

鎌 田 宏 惇（北  一  区） ６６－２８１９ 

坂 巻 重 子（北  二  区） ６６－３９３０ 

各 種 相 談 員 

＜問い合わせ先＞ 
役場 まちづくり推進室 地域戦略グループ 
支所 地域振興課 総務グループ 

７ くらしの困りごと相談 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

◎民生委員・児童委員 

 

各地区にて地域の福祉推進のために活動していただく民生委員・児童委員がいます。 

生活上の事でお困りの方は、あなたの地区の民生委員・児童委員へお気軽にご相談ください。 

 ●女満別地区                 

担  当  地  区 氏   名 電 話 番 号 

湖畔、元町、栄町第１・第２ 富 田 淳 子（栄 町 第 ３） ７４－２５８３ 

栄町第５・第６ 大 泉 由 香（栄 町 第 ５） ７４－３８６８ 

日の出町第２、錦町第１・錦町はなぞの 佐々木 紀 子（錦 町 第 1） ７４－２６６２ 

錦町第３ 竹 内 幸 次（錦 町 第 ３） ７４－３１３６ 

日の出町第１、公園、さくら 佐 藤 英 樹（日の出町第１） ７４－４３９７ 

栄町第３・栄町しらかば 北 村 幸 子（栄 町 第 ３） ７４－２５８９ 

錦町第２、中央、夕陽台 平 泉   謙（昭和 夕陽台） ７４－４１６６ 

東陽、昭和第２・眺湖台 田 中 美智子（昭和 夕陽台） ７４－３６２６ 

湖南 小 黒 弥 生（湖    南） ７４－２９５９ 

朝日、巴沢１・２・３ 鈴 木   薫（朝    日） ７４－２５３３ 

日進、開陽 山 本 広 幸（開    陽） ７４－２１９５ 

大成 宮 下 久 枝（大    成） ７４－２７７３ 

大東、巴沢４ 岡   喜美子（大    東） ７４－２７１３ 

本郷 石 川 英 二（本    郷） ７４－２７９２ 

住吉 山 下 典 子（住    吉） ７４－３２８０ 

豊里 石 川 哲 也（豊    里） ７４－４０６９ 

女満別地区全域（主任児童委員） 北 島 惠 子（昭 和 夕 陽 台） ７５－６０５４ 

女満別地区全域（主任児童委員） 中 村 貴 子（錦 町 第 ２） ７４－４０７２ 

●東藻琴地区                 

担  当  地  区 氏   名 電 話 番 号 

北一区 北 野   清（北 一 区） ６６－２１３８ 

北二区 船 橋   稔（北 二 区） ６７－４４５６ 

中央区 田 中   一（中 央 区） ６６－２７１１ 

南区 鈴 木 純 子（南    区） ６６－２５０９ 

上東・旭台・西区 奥 谷 真由美（西    区） ６６－３３２２ 

山園 三 平 廣 幸（山    園） ６６－２６６４ 

千草、福富 齊 藤   博（福    富） ６６－３４２１ 

末広 平 出   靖（末    広） ６６－３０３５ 

明生・新富・大進 曽 我 鈴 恵（大    進） ６６－２８７１ 

西倉・東区 真 鍋 純 子（西    倉） ６６－２８７７ 

東藻琴地区全域（主任児童委員） 内 海 千恵子（中 央 区） ６６－２５９０ 

東藻琴地区全域（主任児童委員） 大和田 宏 美（西    区） ６６－２６６２ 
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＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 福祉グループ 

支所 住民福祉課 福祉グループ 

＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 
支所 住民福祉課 福祉グループ 

 
 

 

病気や失業などにより、くらしに困っている世帯の最低生活を保障するとともに、自立のため

の手助けをします。 

 

 

 
 

 

日常生活のあらゆる心配ごとの相談に応じています。 

◇ 相談  地区民生委員および社会福祉協議会でお受けいたします。 

◇ 場所  社会福祉協議会事務所 

 

 

 

 

 

法的な困りごとなど様々なニーズに対応し、定期的に両地区で実施します。 

 

（１）個別面接相談（弁護士法律相談） 

  ◇実施時期・会場：７・９・１１・１・３月（女満別 : 地域福祉センター） 

          ：５月（東藻琴 : ふれあいセンターフロックス） 

   ＊開催場所は、変更することがあります。 

  ◇内容：法的な解決手段を要する困りごと相談会（事前予約が必要となります） 

 

 

 
  

母子家庭や寡婦の経済的自立を図るため、その目的に応じた資金の貸付を行います。 

◇ 資金の種類 

事業開始資金・事業継続資金・就学資金・技能習得資金・就職支度資金・修学資金・ 

療養資金・生活資金・住宅資金・転宅資金・就学支度資金・結婚資金・児童扶養資金 

◇ 利率及び償還方法 

貸付額、償還、年率については資金の種類によって異なります。 

  

生 活 保 護 

心 配 ご と 相 談 

法 律 相 談 

＜問い合わせ先＞ 
 大空町社会福祉協議会 
（女満別 ☎７５－６０２１・東藻琴 ☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 
 大空町社会福祉協議会 
（女満別 ☎７５－６０２１・東藻琴 ☎６３－５１０５） 
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 低所得者、高齢者、身体障がい者世帯に対し、経済的な自立を図り、安定した生活を営むため
の資金を貸付します。 

ただし、借入申請前に発注している、購入している、支払っている等の費用は貸付対象となり
ません。 

 
◇ 資金の種類 

更正資金・身体障がい者更正資金・生活福祉資金・福祉資金・住宅資金・修学資金・療養資
金・災害援護資金・離職者支援資金 
 

◇ 利率及び償還方法 
貸付額、償還については資金の種類によって異なります。貸付利率も種類によって異なりま
すが、連帯保証人が設定できれば無利子。設定できない場合は年 1.5％。 
※この資金貸付は、北海道社会福祉協議会の事業です。 

 
 
 
 

 
 
 
  
 町内に在住する低所得者などで日常生活に困窮する方を対象に必要な援助および指導を行うと
ともに、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図るための資金を貸付します。 
 貸付する金額 一世帯 １０,０００円（特認３０,０００円） 
            ６ヶ月以内の一括または分割払い（無利子） 
 
 
 
 
 
 

生活にお困りの方へ自立に向けた相談、支援を行い、一人一人の抱えている問題に寄り添っ
て、解決に向けて継続的にサポートします。 

現に生活に困窮している方だけではなく、将来的に困窮するおそれのある方についても対象と
なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生 活 資 金 貸 付 

生活費緊急援護資金貸付 

北海道生活困窮者自立支援事業 
＜問い合わせ先＞ 

オホーツク相談センターふくろう 
（☎０１５７－２５－３１１０） 

 

ご

相

談

者 

ふ

く

ろ

う お仕事に就くための支援 家計のやりくり相談 

住居のための一時資金 

悩み事を 

伺います 

（課題の整理） 

一緒に解 

決方法を 

考えます 

利用できる制 

度やサービス 

機関など活用 

子どもの学習の支援 

外部の 

機関など 

＜問い合わせ先＞ 
 大空町社会福祉協議会 
（女満別 ☎７５－６０２１・東藻琴 ☎６３－５１０５） 

＜問い合わせ先＞ 

 大空町社会福祉協議会 

（女満別 ☎７５－６０２１・東藻琴 ☎６３－５１０５） 
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町では、次のとおり指定避難所・福祉避難所・指定緊急避難場所を定めています。災害が発生、

または発生のおそれがある場合や高齢者等避難や避難指示などといった情報があった場合は、速

やかに指定された避難所などに避難してください。 

（大空町ＷＥＢサイト「いざという時には」⇒大空町防災マップもご活用ください） 

 

●指定避難所 

災害発生時に、自宅に戻ることができなくなった住民等が、一時的に避難する場所として指定

した施設で、必要に応じて開設します。 

【女満別地区】 

施 設 名 所 在 地 電話番号 設 備 

女満別小学校  女満別夕陽台１丁目１－１  ７４-２２６２    

女満別地域振興会館  女満別本通３丁目２－７  ７４-２３５８    

女満別研修会館 
女満別ゲートボールセンター  

女満別西３条３丁目１－４  ７４-２４８３  
  

女満別中学校  女満別東陽３丁目２－１  ７４-２２３４    
大空高等学校 
女満別キャンパス  

女満別昭和１０４番地の１  ７４-２６３1  
  

大空町教育文化会館  女満別西３条４丁目１－１１  ７４-２３６７    

女満別 B&G 海洋センター  女満別西５条５丁目３－３  ７４-３５１９    

女満別農業構造改善センター  女満別西４条５丁目４－２  ７４-４７４７    

女満別老人福祉センター  女満別西４条５丁目４－１３  ７４-２３６２    

メルヘンカルチャーセンター  
（道の駅 メルヘンの丘めまんべつ） 

女満別昭和９６番地の１  ７５-６１６０  
 

  
【東藻琴地区】  

施 設 名 所 在 地 電話番号 設 備 

ふれあいセンターフロックス  東藻琴３８７番地の９  ６６-２０７０    

東藻琴小学校  東藻琴２６８番地  ６６-３２５０    

東藻琴 B&G 海洋センター  東藻琴３８７番地の 1  ６６-２７４１       

東藻琴農村環境改善センター  東藻琴３６０番地の 1  ６６-３５４７    

東藻琴中学校  東藻琴５７番地  ６６-２４６１    

大空高等学校  東藻琴７９番地の４ ６６-２０６１    

大空町地域振興施設  
（道の駅ノンキーランドひがしもこと） 

東藻琴１００番地  ６６-３６００  
  

  

               

    

   

    

    

    

    

避難所等について 

８ 災害時の避難 
＜問い合わせ先＞ 

役場 総務課 総務グループ    
支所 地域振興課 総務グループ  
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●福祉避難所  

 災害発生時に、避難所での生活において特に配慮を要する方（高齢者、障がい者などの「要配

慮者」）を受け入れるための福祉避難所を指定しています。災害発生時に、福祉避難所を開設す

る場合には、下記施設に町が要請して、施設内に開設します。  

地 区 名  施 設 名  所 在 地  電話番号  設備  

女満別地区  
特別養護老人ホーム  

女満別ドリーム苑  
女満別西４条５丁目４－１０  ７４－２５５５  

 

東藻琴地区  
特別養護老人ホーム  

東藻琴福寿苑  
東藻琴３７８番地の８  ６６－３３１４  

 

 

●指定緊急避難場所 

   野外の公園や学校のグランドなどを緊急に避難していただく場所として指定しています。  

【女満別地区】  

施 設 名  所 在 地  電話番号  

女満別小学校グラウンド  女満別夕陽台１丁目１－１  ７４－２２６２  

女満別中学校グラウンド  女満別東陽３丁目２－１  ７４－２２３４  

女満別ふれあい公園  女満別本通１丁目１－１  —  

女満別ゲートボールセンター駐車場  女満別西３条３丁目１－４  ７４－２４８３  

女満別 B&G 海洋センター広場  女満別西５条５丁目３－３  ７４－３５１９  

大空高等学校女満別キャンパス 

グラウンド  
女満別昭和１０４番地の１  ７４－２６３１  

メルヘンカルチャーセンター 

(道の駅メルヘンの丘女満別駐車場)  
女満別昭和９６番地の１  ７５－６１６０  

湖南地区公民館広場  女満別湖南１２６番地の４  —  

朝日地区公民館広場  女満別朝日３３８番地の１  —  

巴沢地区公民館広場  女満別大東２１番地の２  —  

日進地区公民館広場  女満別日進１５９番地の１  —  

開陽地区公民館広場  女満別開陽３０４番地  —  

大成地区公民館広場  女満別大成２６３番地の２  —  

大東地区公民館広場  女満別大東１０２番地の１  —  

本郷地区公民館広場  女満別本郷４６８番地  －  

豊住交流センターグラウンド  女満別豊里１９番地の１  ７４－２３８９  

住吉地区公民館広場  女満別住吉４１６番地の２  —  

豊里地区公民館広場  女満別豊里１７２番地の５  —  
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【東藻琴地区】  

 

                           

                                 

大空町メール配信サービス（登録制メール）とは、「気象情報（特別警報や警報など）」、「避難
情報（避難所の開設情報など）」をメールにより皆さまに配信するサービスです。 

メールを受信できる携帯電話やスマートフォン、パソコンをお持ちの方でメール配信をご希望
の方は、ぜひご登録ください。 

  登録方法 

メール配信をご希望の方は、二次元コードを携帯電話やスマートフォンで読み取るか、メール
の送信先に下記メールアドレスを入力して空メールをお送りください。 

空メール送信後、数分で仮登録メールが届きます。メールの内容に沿って本登録を行ってくだ
さい。 

・ 大空町メール配信サービス登録用 二次元コードとメールアドレス 

二次元コード 登録用メールアドレス 

 

bousai.ozora-town@raiden.ktaiwork.jp 

・ 登録は無料ですが、メール受信の際の通信料は登録する方のご負担となります。 
・ 緊急時には夜間（深夜）や早朝に配信される場合があります。 
・ 迷惑メール対策や受信拒否などの設定をしていると、メールを受け取れない場合がありま

す。 
・ メールの受信設定などの方法がわからない場合は、お近くの携帯電話販売店にお問い合わ

せください。 

施 設 名  所 在 地  電話番号  

東藻琴小学校グラウンド  東藻琴２６８番地  ６６－３２５０  

東藻琴中学校グラウンド  東藻琴５７番地  ６６－２４６１  

東藻琴総合グラウンド(大空高等学校隣接) 東藻琴７９番地の４  —  

緑とチーズの里ふれあいパーク  東藻琴３９６番地の１  —  

山園ふるさとセンター広場  東藻琴末広６２２番地  —  

明生会館広場  東藻琴明生２６４番地の１  —  

東区会館広場  東藻琴２４４番地の 3  —  

旭台会館広場  東藻琴７６７番地の 1  —  

上東会館広場  東藻琴６１５番地の１  —  

千草会館広場  東藻琴千草３２３番地の３  —  

福富会館広場  東藻琴福富１８８番地  ６６－３４５３  

末広会館広場  東藻琴末広１９３番地の１  —  

新富会館広場  東藻琴新富３８番地の１３  —  

大進会館広場  東藻琴大進１３５番地  —  

西倉会館広場  東藻琴西倉１１５番地の３  —  

大空町地域振興施設(道の駅ノンキーラン
ドひがしもこと)駐車場  

東藻琴１００番地  ６６-３６００  

大空町メール配信サービス 
＜問い合わせ先＞ 

役場 総務課 総務グループ    
支所 地域振興課 総務グループ           
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◎ごみの収集日と区域  

収集日と区域は「生活カレンダー」をご覧ください。  

  区分  出し方  注意事項  

有 

 

料 

燃やすごみ 

燃やせないごみ 

生ごみ  

指定ごみ袋 （価格は次頁をご覧ください） 

※事業系ごみには、指定ごみ袋１袋につき、

ごみ処理券１枚貼付（１枚１００円） 

 

女満別地区＝戸別収集  

（一部ステーション） 

東藻琴地区＝ステーション  

粗大ごみ  
ごみ処理券を貼付  

※１枚３００円  

事前に申し込みが必要です。  

※役場･支所で購入  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

無 

 

 

料 

 

資源物  

（空き缶・ビン・ペッ

ト ボ ト ル ・ そ の 他 プ

ラ・白色トレイ等）  

半透明又は透明のごみ袋（市販）  

※レジ袋可  

※汚れを落とし、種類ごとに分別する。  

※ペットボトルのふた・ラベルは「その他プ

ラ」に区分する。  
※スプレー缶は使い切り、風通しのよい屋外

などで十分ガス抜きのうえ穴をあけて「空

き缶」に区分する。  

ステーション又はリサイクルセンター  

  

紙類  

（新聞類・段ボール類・

紙箱類等）  

ひもで縛る  

※種類ごとに分別  

ステーション又はリサイクルセンター  

古着類  

（衣類やタオル等の 

布類）  

半透明又は透明のゴミ袋（市販）  

※レジ袋可  

ステーション又はリサイクルセンター  

廃油  
ふたのある容器に入れる  

※漏れないように  

ステーション又はリサイクルセンター  

乾電池、蛍光管  
袋か箱に入れる  

※割れないように  

ステーション又はリサイクルセンター  

※充電式電池は役場・東藻琴総合支所の

指定場所へ 

小型家電  

※産業廃棄物に該当す

るものは不可 

各回収ボックスに直接搬入  

※直接搬入できない場合は、有料回収（指定

ごみ袋に入れば「燃やせないごみ」、入らなけ

れば「粗大ごみ」として回収）  

※電池や蛍光管、電球は必ず取り外してくだ

さい。 

・役場・東藻琴総合支所 

（大きさ：３０ｃｍ×３０ｃｍ以内）  

・最終処分場  

・焼却処理施設  

・リサイクルセンターストックヤード  

  ※家電リサイクル対象品目（テレビ、冷蔵・冷凍庫、エアコン、洗濯機（衣類乾燥機））やガスボンベ・燃料・薬

品等の危険物、消火器、極端に大きい物・重い物は、町で処理できません。 

◎ごみ処理場受入 

◇一般廃棄物最終処分場（女満別地区） 

月～金曜日（祝日可） 9:00～16:00 

土曜日（祝日可）     9:00～11:00 

◇ 一般廃棄物焼却処理施設（東藻琴地区） 

月～土曜日（祝日可）13:00～16:00 

※ 直接搬入のときは、指定ごみ袋を使用しないでください。 

ご み の 種 類 料 金 

燃 や す ご み 

燃 や せ な い ご み 

粗 大 ご み 

９０円／１０㎏

（現金支払） 

９ 環境・衛生 ＜問い合わせ先＞ 
役場 住民課 住民グループ    
支所 住民福祉課 住民グループ  
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◆指定ごみ袋の金額（燃やすごみ・燃やせないごみ・生ごみ）袋   

 

※各５枚単位での販売 

 3ℓ 5ℓ 10ℓ 15ℓ 30ℓ 45ℓ 

燃やすごみ・燃や
せないごみ 

— 100 円 200 円 300 円 600 円 900 円 

生ごみ 60 円 100 円 200 円 300 円 600 円 — 

 
 

  
 し尿汲み取りは、毎年２月、戸別毎に１年間分の申し込みを受けています。また、年間申し込

み以外にも随時汲み取りの受付を行っていますので、役場・支所までご連絡ください。 

※ 汲み取り日は「生活カレンダー」をご覧ください。 

 

し尿 ３００リットルまで ３，０００円 

３００リットルを超え１リットルにつき １０円 

仮設トイレ １００リットルまで ３，０００円 

１００リットルを超え１リットルにつき ３０円 

 

  
 

 犬を飼っている方は、登録および予防注射を受けなければなりません。 

また、登録内容に変更がある場合（死亡・住所変更など）は、ご連絡ください。 

◎ 登 録 料  ３，０００円 

◎ 狂 犬 病 予 防 注 射 料      ３，２４０円 

※畜犬登録および狂犬病予防注射の日程は、「町広報」などをご覧ください。 

 

 

 

 エキノコックス感染対策    

  寄生虫であるエキノコックスの媒介動物として知られるキツネに、駆虫剤を練り込んだエサ
（ベイト）を散布、摂取させエキノコックスの感染率を下げ、人への感染リスクを抑制しま
す。  
 ◎５月から１０月までの毎月１回（年間６回）、町内一円にベイトを散布します。  
 ◎ベイトは犬猫が食べても安全で、寄生虫駆除に効果があります。  
 

  

し尿汲み取り 
＜問い合わせ先＞ 

役場 住民課 住民グループ    
支所 住民福祉課 住民グループ  

畜犬登録・狂犬病予防注射
＜問い合わせ先＞ 

役場 住民課 住民グループ    
支所 住民福祉課 住民グループ 

＜問い合わせ先＞ 
役場 住民課 住民グループ    
支所 住民福祉課 住民グループ 
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◎葬斎場を使用される場合は、死亡届を役場もしくは支所へ提出し、必要な手続きを行ってくだ

さい。  

◇大空町葬斎場  大空町東藻琴西倉３１９番地の１４   

種   別  使  用  料  

満１３歳以上  １体 １０，０００円  

満１３歳未満  １体    7，０００円  

死 産 児  １体    ４，０００円  

胞衣産あい物  １個    １，５００円  

肢 体（人体の一部）  １個    ４，０００円  

  

 

 

●共同墓地  
 
◎共同墓地は町有地を墓地用としてお貸しするものですので、使用しなくなった時は返還してい

ただきます。  
◎使 用 料……各地区により異なりますので、役場・支所にお問い合わせください。  

  
●合同納骨塚  
 

合同納骨塚は、「お墓を承継する人がいない」、「維持管理が難しい」、「お墓を建てるのが難し
い」などお墓の管理が困難である大空町に縁のある方が利用できる、合同のお墓です。  
 ◇大空町合同納骨塚  大空町女満別昭和１８６番地の１ 女満別共同墓地内  

◎使用料  

区 分  使用料  

１回の焼骨の埋蔵が１体のとき  ９，５００円 

１回の焼骨の埋蔵が２体以上のとき  
１体目    ９，５００円 

２体目以降 ６，５００円 

墓誌を使用するとき 
名板１枚 11，000 円 

※名板への刻字費用は、含まれて
いません。 

◎使用希望の方は、事前に申請し許可を受ける必要があります。申請をしないでそのまま合
同納骨塚にお骨を持ち込んでも納骨はできませんので、ご注意ください。  

◎お骨を骨壺から取り出して納骨する方式のため、納骨後の返還・改葬はできません。  
◎生前予約（満６５歳以上の方）の申請もできます。詳しくは役場・支所にお問い合わせくだ 

さい。  
 

  

葬 斎 場 
＜問い合わせ先＞ 

役場 住民課 住民グループ    
支所 住民福祉課 住民グループ 

墓   地 
＜問い合わせ先＞ 

役場 住民課 住民グループ    
支所 住民福祉課 住民グループ 
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種  別  対象者  保険料の納付方法  

  

第１号被保険者  
２０～５９歳の農業・商業などの自営業

者・学生・無職の方など  

・ 納付書  

・ 口座振替  

・ クレジットカード  

  

第 2 号被保険者  厚生年金加入者・共済組合員  

厚生年金保険料などの上乗せ分

と合わせて、給与から天引きさ

れます  

  

第 3 号被保険者  
厚生年金加入者・共済組合員に扶養され

ている配偶者  

厚生・共済年金制度の拠出金と

して支払われるため、納める必

要はありません  

  

任意で加入できます（強制加入の範囲から除かれている次の方）  

種  別  対 象 者  保険料の納付方法  

  

第 1 号被保険者  

６０歳～６４歳の受給資格期間が足り

ない方など  

・口座振替  

６０歳未満の老齢（退職）年金受給者  

２０歳～６４歳で海外在住の日本人  ・国内の親族が代わりに支払う  

・口座振替  

 ◎保 険 料（２０２５ 年度）  
◆保険料を納めるのは第１号被保険者で、年齢、性別、所得に関係なく全国一律です。  
（納めた国民年金の保険料は、年末調整や確定申告をするとき控除されます。）  
・定額保険料……１か月 １７，５１０円   
・付加保険料……１か月      ４００円  
  
◎免除  
◆保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除（全額、３／４、半額、１／４）される

制度があります。免除を受けるためには申請が必要ですのでご相談ください。  
※免除の種類によって、免除された期間の年金額はそれぞれ減額されます。  
  
◎学生納付特例制度  
◆第１号の被保険者である学生で、本人が一定所得以下である場合は申請をすると保険料の納

付を要しないことの承認（学生納付特例）を受けることができます。承認を受けると、学生
納付特例期間中の不慮の事故の場合は、満額の障がい基礎年金などが保証されます。  

※学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映さ
れません。  

 

  

  

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

１０  年金 

＜問い合わせ先＞ 
役場 福祉課 戸籍保険グループ 
支所 住民福祉課 住民グループ 
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◎納付猶予制度  

◆５０歳未満である１号被保険者及び連帯納付義務者である配偶者のいずれもが認証基準に合

致したときに、本人が申請し承認を受ければ、保険料の納付の猶予が受けられます。  

※猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されませ

ん。  

  

◎産前産後期間の保険料免除  

◆出産の予定日（出産後の届出の場合は出産日）の属する月（以下「出産予定月」という。）の

前月から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料の納付が不要となります。  

※免除期間については保険料納付済期間に算入されます。  

  

◎追納  

◆免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、１０年以内であれば、後から追

納することができます。追納すると、減額されない年金が受けられます。  

※追納する額は、承認を受けた当時の保険料額に一定の率を掛けた額が加算されます。  

  

 

 

 

◎受給要件  

◆保険料を納めた期間（免除期間を含む）が 10 年以上ある場合に、６５歳から支給されます。  

※65 歳より前から老齢基礎年金の受給を希望する方はお問い合わせください。  

 

  

 

 

◎受給要件  

◆病気やけがで初めて医師にかかった日（初診日）までの国民年金加入期間のうち保険料納付

（免除）期間が 3 分の２以上あるか、又は初診日前１年間に保険料の未納がない方で、 障がい

認定日において障がいの程度が１級、２級に該当する方に支給されます。  

  

 

 

 

◎受給要件  

◆国民年金加入期間のうち保険料納付（免除）期間が 3 分の２以上あるか、又は死亡日前１年

間に保険料の未納がない方が亡くなり、その方に生計維持されていた子（18 歳未満、又は 20

歳未満の障がいのある子）、又はその子がいる配偶者に支給されます。  

   

  

老齢基礎年金 
＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 
支所 住民福祉課 住民グループ 

障がい基礎年金 ＜問い合わせ先＞ 
役場 福祉課 戸籍保険グループ 
支所 住民福祉課 住民グループ 

遺族基礎年金 
＜問い合わせ先＞ 

役場 福祉課 戸籍保険グループ 
支所 住民福祉課 住民グループ 
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  医師、保健師、看護師、心理カウンセラーなどの専門スタッフに２４時間年中無休で相談する

ことができます。お気軽にご利用ください。  

（例）  

● 健康相談 ● 医療相談 ● 育児相談 ● メンタルヘルス相談 ● 医療機関情報  

   

  

フリーダイヤル ０120－0１６－００８ 
（非通知設定での利用はできません）  

緊急の対応を想定して、氏名・年齢を確認しますが、プライバシーは厳守されますので、 

安心してご利用ください。  

 

・ 同時に２つ以上の基礎年金の受給権があるときは、本人の選択によってそのうちの

１つの年金を支給し、他の年金は支給停止されます。 

・ 基礎年金に上乗せして支給される厚生年金や共済年金は、同一支給事由の年金に限

り、両方の年金が受けられます。 

・ ６５歳から支給される老齢基礎年金と遺族厚生年金、または遺族共済年金は、両方

の年金が受けられます。 

１人に１つの基礎年金 

 

 

■付加年金 

 付加保険料を納めた月数に２００円を乗じ基礎年金に加算されます。 

国民年金の独自給付 

■死亡一時金 

第１号被保険者として、保険料を３

年以上納めた方が、老齢・障がい基礎

年金を受けずに死亡した場合、保険料

納付期間に応じて１２万円から３２万

円が支給されます。 

■寡婦年金 

  老齢基礎年金を受ける資格がある

夫が死亡したとき、夫が受けること

ができたはずの老齢基礎年金額の４

分の３が６０歳から６５歳になるま

での間支給されます。 

 

１１ 電話健康相談 

大空健康ダイヤル２４ 
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 病院 ＊51、52 ページの電話番号は、市外局番（0152）を省略しています 

№ 
名称 

電話番

号 
所在地 診療科目 診療時間 

① 

医療法人社団 

双心会 

女満別中央病院 

74-

2181 

女満別西４条４丁

目１番 29 号 

内科、外科、消化

器科、リハビリテ

ーション科 

平日 9:00～12:00 

14:00～17:00 

土曜 9:00～12:00 

② 
大空町 

東藻琴診療所 

66-

2611 

東藻琴383番地の

31 
内科、外科 

月・火・水・金 
9:00～12:30 

14:00～17:00 
木 
9:00～12:30 

14:30～17:00 

土  9:00～12:00 

薬局 

№ 
名称 

電話番

号 
所在地 営業時間 

③ （有）斉藤薬局 
74-

2051 

女満別西１条３丁

目１番 18 号 

平日  9:00～19:30 

土   9:00～18:00 

④ （有）田中十字堂 
74-

2632 

女満別本通４丁目

２番１号 
月～土 9:00～18:30 

歯科医院 

№ 
名称 

電話番

号 
所在地 営業時間 

⑤ 守屋歯科医院 
74-

3718 

女満別西３条２丁

目５番９号 

月・火・木・金  

9:00～12:30、14:30～18:30 

水 14:30～18:30 土曜 9:00～12:30 

⑥ めまんべつ歯科 
74-

3332 

女満別西２条４丁

目 10 番２号 

平日 9:00～12:00、14:00～19:00 

土曜 9:00～12:00 

⑦ 東藻琴歯科診療所 
66-

2084 

東藻琴 338 番地

の２ 

月・火・木・金 

9:00～12:00、14:00～19:00 

水 9:00～13:00 

整骨院 

№ 
名称 

電話番

号 
所在地 営業時間 

⑧ 谷川整骨院 
74-

3744 

女満別西１条５丁

目 2 番６号 

月･火･水･金  

7:00～11:30、13:30～18:30 

木 7:00～11:00 

土 7:00～11:30 

予防トレーニング教室はコース別の曜日・

時間 

 

  

１２ 医療機関・関係機関一覧 
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介護保険・介護関連機関一覧 
居宅介護支援事業所 

№ 名称 電話番号 所在地 介護サービスの種類 

⑨ 
居宅介護支援事業所 

女満別ドリーム苑 
75-6060 

女満別西４条５丁目

４番 10 号 

居宅介護支援 

(ケアマネジメント)  

⑩ 
ケアプラン相談センタ

ーおおぞら 
77-3966 

女満別西２条４丁目

１番８号 

居宅介護支援 

(ケアマネジメント) 

⑪ 
介護相談センター 

たんと 

080-

3587-

8526 

東藻琴 160 番地の

44 

居宅介護支援 

(ケアマネジメント) 

 

介護保険サービス提供事業所 

№ 名称 電話番号 所在地 介護サービスの種類 

⑨ 
女満別福祉会 

女満別ドリーム苑 
74-2555 

女満別西４条５丁

目４番 10 号 

特別養護老人ホーム、訪問介

護（ヘルパー）、通所介護

（デイサービス）、短期入所

生活介護（ショートステ

イ）、介護予防・日常生活総

合事業 

⑫ 
東藻琴福祉会 

東藻琴福寿苑 
66-3314 

東藻琴 378 番地の

8 

特別養護老人ホーム、訪問介

護（ヘルパー）、通所介護

（デイサービス）、短期入所

生活介護（ショートステ

イ）、介護予防・日常生活総

合事業 

⑫ 

東藻琴福祉会 

東藻琴福寿苑ユニット

館 

67-5160 
東藻琴３83 番地の

35 

特別養護老人ホーム、訪問介

護（ヘルパー）、介護予防・

日常生活総合事業 

① 
双心会 女満別中央病

院デイケアサービス 
74-2181 

女満別西４条４丁

目１番 29 号 
通所リハビリテーション 

 

認知症高齢者グループホーム 

№ 名称 電話番号 所在地 介護サービスの種類 

⑬ 
グループホーム 

ひかり館 
74-4321 

女満別中央 37 番

地の 23 
認知症対応型共同生活介護 
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保健・衛生・医療・福祉関連公共施設 
№ 名称 電話番号 所在地 

⑭ 大空町役場 74-2111 女満別西３条４丁目１番１号 

⑮ 東藻琴総合支所 66-2131 東藻琴 360 番地の１ 

⑯ 社会福祉協議会 75-6021 
女満別西 1 条 3 丁目 2 番 5 号 

（大空町地域福祉センター内） 

⑰ 
社会福祉協議会 

東藻琴地区事務所 
63-5105 

東藻琴 360 番地の１ 

（東藻琴総合支所内） 

⑱ 

めちゃいるど館 

（児童センター・子育て支援センタ

ー） 

74-5151 女満別中央 341 番地の３ 

⑲ 
のんきっず館 

（子育て支援センター） 
66-3453 東藻琴 268 番地 

⑳ 認定こども園めまんべつ 77-3371 女満別中央 341 番地の１ 

㉑ 認定こども園ひがしもこと  67-6301 東藻琴 389 番地の 54 

㉒ 女満別老人福祉センター 74-2362 女満別西４条５丁目４番 13 号 

㉓ ふれあいセンターフロックス 66-2070 東藻琴 387 番地の９ 

㉔ 
女満別生活支援ハウスドリーム苑 

なごみ 
74-5750 女満別西４条５丁目４番 10 号 

㉕ 東藻琴生活支援ハウス悠久の里 66-3307 東藻琴 383 番地の 29 

㉖ 障がい者福祉センターちあふる 67-7152 東藻琴 340 番地の１ 

㉗ 葬斎場 66-2240 東藻琴西倉 319 番地の 14 

㉘ 一般廃棄物最終処分場 75-6177 女満別住吉 68 番地の１ 

㉙ 一般廃棄物焼却処理施設 66-3061 東藻琴 780 番地の２ 

㉚ リサイクルセンター 74-4928 女満別中央 254 番地の１ 

 

 

 

 



 

 

  
  
  

  

 

生涯にわたる教育を「人」、農業を中心とした産業を「花」、心身の健康を「心」という言葉に

込め、澄み渡る大空のもとで、たくさんの幸せが育まれる様を表しています。  

 


